
は
じ
め
に

二
〇
一
五
年
か
ら
二
〇
一
六
年
に
か
け
て
「
夷
酋
列
像
―
蝦
夷
地
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る

人
・
物
・
世
界
」
と
い
う
展
覧
会
が
北
海
道
博
物
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
国
立
民
族

学
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
。
ブ
ザ
ン
ソ
ン
美
術
考
古
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
蠣
崎
波
響
の
自

筆
本
と
さ
れ
る
『
夷
酋
列
像
』
が
出
陳
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
と
り
わ
け
北
海
道
で
は
多
く

の
観
覧
者
が
来
館
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
展
示
図
録（
1
）は
重
厚
で
、
そ
の
研
究
の

最
先
端
の
水
準
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
潮
流
を
総
括
し
た
一
書
と
な
っ
て
い

る
。『

夷
酋
列
像
』
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
松
前
藩
家
老
蠣
崎
広
年
（
波
響
、
一
七
六
四
〜

一
八
二
六
）
が
寛
政
二
（
一
七
九
〇
）
年
に
制
作
し
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
め
ぐ
っ

て
は
、
先
述
の
展
示
図
録
に
収
録
さ
れ
る
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
美
術

史
・
北
海
道
史
・
文
化
人
類
学
と
い
っ
た
諸
分
野
か
ら
の
関
心
に
基
づ
き
、
実
に
多
く
の
研

究
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
の
筆
者
で
あ
る
佐
々
木
と
谷
本
は
、
こ
う
し
た
研
究
潮
流
に

関
心
を
寄
せ
、
い
く
つ
か
の
専
論
を
公
表
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が（
2
）、『
夷
酋
列
像
』

を
め
ぐ
る
研
究
の
可
能
性
に
つ
き
、
改
め
て
再
検
討
を
行
な
う
時
期
を
迎
え
て
い
る
と
い
う

認
識
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
以
下
、
こ
う
し
た
共
通
認
識
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
心
に
応
じ
て
、
従
来

の
研
究
の
枠
組
に
捉
わ
れ
ず
に
個
別
の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
、
そ
の
可
能
性
や
問
題
点
に
つ

い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
た
い
。
以
下
、
第
一
章
は
佐
々
木
が
、
第
二
章
は
谷
本
が
そ
れ

ぞ
れ
執
筆
し
た
が
、
執
筆
に
当
た
っ
て
は
両
者
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
重
ね
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
付
記
す
る
。

佐
々
木
利
和
：
北
海
道
大
学　

ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー

谷
本　

晃
久
：
北
海
道
大
学　

大
学
院
文
学
研
究
科　
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叡
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一　

シ
モ
チ
像
の
再
検
討

本
章
で
は
、『
夷
酋
列
像
』
に
含
ま
れ
る
シ
モ
チ
像
を
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と

と
す
る
。
本
章
の
筆
者
で
あ
る
佐
々
木
は
、
前
述
の
展
覧
会
（「
夷
酋
列
像
―
蝦
夷
地
イ

メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
人
・
物
・
世
界
」）
で
諸
作
品
を
鑑
賞
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
お
り
、

い
さ
さ
か
の
感
慨
を
こ
め
て
『
夷
酋
列
像
』
と
ア
イ
ヌ
文
化
と
の
か
か
わ
り
を
改
め
て
考
え
、

そ
の
描
写
に
い
く
つ
か
の
疑
点
が
生
じ
た
。
そ
の
疑
点
の
一
部
を
披
瀝
し
よ
う
と
思
う
。
と

は
い
え
、
作
品
す
べ
て
に
目
を
通
す
こ
と
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
も
む
り
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

松
前
藩
の
い
わ
ゆ
る
「
凱
旋
」
に
際
し
て
、
首
級
と
と
も
に
松
前
に
連
行
さ
れ
た
、
シ
モ
チ

を
中
心
に
ニ
シ
コ
マ
ケ
の
描
写
な
ど
、
そ
れ
ら
の
疑
点
の
一
、二
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
よ
う
。

（
一
）　

シ
モ
チ
と
い
う
ひ
と

『
新
厚
岸
町
史
』
は
シ
モ
チ
に
つ
い
て
「
シ
モ
チ
の
行
動
」
と
い
う
一
項
を
も
う
け（
3
）、

「
ア
ッ
ケ
シ
ア
イ
ヌ
で
終
始
、
松
前
藩
の
た
め
に
動
き
回
っ
た
の
は
「
小
使
」
と
も
記
載
の

あ
る
長
人
シ
モ
チ
で
あ
る
」
と
記
し
、
そ
の
行
動
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
煩
を
い
と
わ
ず

引
用
し
て
み
る
と
「
最
初
に
松
前
藩
の
隊
を
迎
え
に
出
向
き
、
ア
ッ
ケ
シ
で
は
ク
ナ
シ
リ
に

行
き
徒
党
の
者
た
ち
を
連
れ
て
く
る
重
要
な
役
を
松
前
藩
か
ら
命
じ
ら
れ
、
ホ
ロ
ヤ
、
ノ
チ

ク
サ
と
共
に
七
月
二
日
ア
ッ
ケ
シ
を
出
船
し
、
同
九
日
に
ノ
ッ
カ
マ
ッ
プ
を
経
て
、
七
月

十
六
日
に
は
ク
ナ
シ
リ
か
ら
ツ
キ
ノ
エ
を
は
じ
め
百
三
十
一
人
を
連
れ
て
ノ
ッ
カ
マ
ッ
プ
に

戻
っ
て
い
る
。
ノ
ッ
カ
マ
ッ
プ
の
取
り
調
べ
に
お
い
て
も
、
シ
ョ
ン
コ
・
ツ
キ
ノ
エ
・
イ
コ

ト
イ
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
シ
モ
チ
も
補
佐
役
と
し
て
徒
党
の
者
た
ち
の
取
り
調
べ
に
あ
た

り
、
松
前
の
者
に
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
。
取
り
調
べ
と
処
刑
の
終
了
後
、
ア
ッ
ケ
シ
・

ノ
ッ
カ
マ
ッ
プ
・
ク
ナ
シ
リ
の
長
人
た
ち
は
タ
ン
ネ
ツ
フ
（
長
刀
）
な
ど
十
九
品
に
及
ぶ
手

印
を
提
出
し
て
い
る
が
、
ア
ッ
ケ
シ
の
分
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
タ
ン
ネ
ツ
フ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
コ
ト
ヱ

一
、
ニ
シ
ハ
ア
シ
リ
ヱ
モ
シ
ホ
ウ
タ
ラ
ハ
ケ　

同
人
母

一
、
タ
ン
ネ
ツ
フ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

シ
モ
チ

一
、
同　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ニ
ン
カ
リ

一
、
カ
ニ
ウ
ネ
ヱ
モ
シ
ホ
ウ
タ
ラ
ハ
ケ　
　
　

ヌ
チ
ヤ
シ
テ
ク
ル

一
、
タ
ン
ネ
ツ
フ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ニ
シ
コ
マ
ツ
ケ

一
、
ヱ
モ
シ
ホ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヱ
ウ
ト
ル
カ

以
上
七
振

こ
こ
で
も
シ
モ
チ
は
イ
コ
ト
ヱ
（
イ
）
と
同
人
母
に
つ
い
で
三
番
目
に
記
さ
れ
て
お
り
、

ア
ッ
ケ
シ
で
の
力
関
係
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
御
目
見
え
と
し
て
三
十
九
人
の
ア
イ

ヌ
が
松
前
城
下
に
連
れ
て
行
か
れ
る
が
、
ア
ッ
ケ
シ
か
ら
は
イ
コ
ト
イ
母
・
シ
モ
チ
・
イ
ニ

ン
カ
リ
・
ニ
シ
コ
マ
ツ
ケ
ら
が
松
前
ま
で
行
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ア
ッ
ケ
シ
ア
イ
ヌ
は
ク
ナ
シ
リ
で
徒
党
に
加
わ
っ
た
マ
チ
リ
イ
ワ
ク

（
モ
リ
チ
イ
ワ
ク
）
以
外
、
総
て
が
松
前
藩
に
協
力
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
中
で
も
当
時

ア
ッ
ケ
シ
に
い
て
松
前
藩
と
の
窓
口
と
な
り
、
協
力
し
て
い
た
最
も
重
要
人
物
が
シ
モ
チ
で

あ
っ
た
。」（『
新
厚
岸
町
史
』）

と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
る
。
シ
モ
チ
を
「
小
使
と
も
記
載
の
あ
る
」
と
し
て
冒
頭
で
は
長

人
と
表
記
す
る
が
詳
し
い
役
名
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
シ
モ
チ
の
役
名
に
つ
い
て
は
ブ
ザ
ン

ソ
ン
本
画
像
で
は
向
っ
て
左
上
に
「
遏
决
失
酋
長
／
失
莫
窒
」
と
金
泥
で
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
松
前
広
長
は
『
夷
酋
列
像
附
録
』
で
「
失
莫
窒
／
是
東
部
遏
决
失
准
酋
長
也
」、

ま
た
民
博
本
で
は
「
失
莫
窒
／
是
は
ア
ツ
ケ
シ
の
脇
乙
名
に
て
…
」
と
記
さ
れ
る
。

ア
イ
ヌ
の
お
さ
と
し
て
の
役
名
を
『
夷
酋
列
像
』
は
「
総
部
酋
長
」「
酋
長
」
を
、
広
長

は
「
総
部
酋
長
」「
酋
長
」「
准
酋
長
」（
道
博
本
）、「
総
酋
長
」「
酋
長
」「
脇
乙
名
」「
脇
酋

長
」（
民
博
本
）
と
異
な
っ
た
表
記
が
な
さ
れ
る
。
場
所
請
負
下
で
の
役
蝦
夷
の
役
名
と
し

て
は
総
乙
名
、
脇
乙
名
、
総
小
使
、
脇
小
使
、
土
産
取
が
あ
り
、
の
ち
に
は
名
主
な
ど
の
役

名
も
出
て
く
る
。

波
響
の
記
す
総
部
酋
長
が
総
乙
名
、
酋
長
は
脇
乙
名
な
の
で
あ
ろ
う
。
広
長
の
序
文
で
は

総
部
酋
長
・
総
酋
長
が
総
乙
名
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
ま
た
十
二
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人
の
中
で
「
脇
乙
名
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
シ
モ
チ
だ
け
で
あ
る（
4
）。
准
酋
長
と
同

義
な
の
だ
ろ
う
が
、
総
部
酋
長
、
総
酋
長
と
酋
長
と
の
違
い
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
。

さ
て
シ
モ
チ
で
あ
る
。『
夷
酋
列
像
附
録
』（
列
像
展
図
録（
5
）に
よ
る
）
な
ど
に
よ
る
人

物
像
を
み
る
と
、

・
失
莫
窒
〈
シ
モ
チ
〉

「
是
は
ア
ツ
ケ
シ
の
脇
乙
名
に
て
幼
よ
り
射
術
を
よ
く
せ
り
。
さ
ま
て
の
雄
略
も
な
け

れ
と
も
理
に
明
ら
か
に
し
て
弁
舌
あ
り
、
ク
ナ
シ
リ
一
乱
の
と
き
は
悪
徒
と
も
の
取
手

の
内
へ
ゆ
き
か
よ
ひ
、
さ
ま
さ
ま
往
復
し
、
藩
士
の
間
者
と
な
り
て
か
れ
ら
か
計
こ
と

を
ひ
そ
か
に
訴
へ
、
藩
士
よ
り
乱
を
糺
し
問
る
ゝ
に
当
て
、
見
聞
す
る
と
こ
ろ
す
こ
し

も
か
く
す
事
な
く
申
述
て
事
情
を
明
に
せ
り
、
ま
た
ノ
ツ
カ
マ
フ
よ
り
ツ
キ
ノ
エ
方
へ

藩
士
の
申
さ
る
ゝ
旨
あ
る
時
も
其
事
を
承
り
て
行
向
ひ
、
あ
ま
た
の
悪
徒
を
す
か
し
ひ

き
つ
れ
来
り
し
功
あ
り
」

・
失
莫
窒

「
是
東
部
遏
决
失
准
酋
長
也
、
幼(

イ
ト
ケ
ナ
キ)

ヨ
リ
射
術
ヲ
能
シ
智
ア
ツ
テ
且
ツ
衆

夷
ヲ
服
従
ス
ル
ノ
弁
ア
リ
、
故
ニ
将
士
ヨ
リ
間
諜(

シ
ノ
ヒ)

ノ
秘
計
ヲ
関(

ア
ツ
カ
ツ)

テ
夷
賊
ノ
手
裏
ニ
入
テ
其
密
事
ヲ
告
ク
ル
コ
ト
屡
ナ
リ
、
是
乃
チ
国
ニ
忠
ア
ル
ト
コ
ロ

ニ
シ
テ
其
功
労
モ
亦
大
ナ
リ
」

広
長
の
記
述
は
シ
モ
チ
が
幼
き
よ
り
弓
術
に
長
け
て
い
た
こ
と
を
述
べ
、
つ
い
で
松
前
藩

の
間
諜
と
し
て
の
働
き
を
「
夷
賊
ノ
手
裏
ニ
入
テ
其
密
事
ヲ
告
ク
ル
コ
ト
屡
ナ
リ
」
と
賞
し
、

い
か
に
か
れ
が
国
（
松
前
藩
）
の
た
め
に
つ
く
し
た
か
を
詳
述
す
る
。

（
二
）　

シ
モ
チ
画
像

こ
の
画
像
の
中
で
シ
モ
チ
は
黒
地
に
花
卉
宝
づ
く
し
文
の
錦
を
着
、
鹿
皮
製
と
お
ぼ
し
き

胴
衣
を
は
お
り
、
さ
ら
に
青
地
花
卉
文
袍
を
肌
脱
ぎ
に
着
る
。
足
に
ア
ッ
ト
ゥ
シ
製
ら
し
き

脚
絆
を
つ
け
短
弓
を
構
え
る
。
足
を
そ
ろ
え
た
ま
ま
で
ふ
り
返
り
ざ
ま
に
矢
を
射
る
姿
勢
で

あ
る
。
そ
の
弓
術
に
長
け
て
い
る
こ
と
か
ら
の
連
想
で
波
響
は
シ
モ
チ
を
か
か
る
ポ
ー
ズ
で

描
い
た
。
腰
に
獲
物
の
鳥
を
三
羽
さ
げ
る
こ
と
で
さ
ら
に
そ
の
射
術
の
冴
え
を
表
現
す
る
。

こ
れ
は
す
で
に
谷
澤
尚
一
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る（
6
）が
、『
夷
酋
列
像
』

に
描
か
れ
た
シ
モ
チ
の
蝦
夷
錦
と
連
行
中
の
蝦
夷
錦
の
違
い
で
あ
る
。
最
上
徳
内
が
実
際
に

見
聞
し
た
ま
ま
を
記
し
て
い
る
。

…
騒
動
執
鎮
候
、
松
前
□
□
□
討
取
候
／
蝦
夷
首
級
并
身
方
仕
候
蝦
夷
人
共
連
行
い
た

し
候
、
依
／
之
、
私
共
は
同
所
引
取
、
松
前
江
罷
越
、
長
崎
俵
物
会
所
／
役
人
方
ニ
同

宿
罷
在
候
、
然
処
、
執
鎮
之
藩
中
福
嶋
村
ニ
／
逗
留
、
首
実
検
之
礼
を
行
ひ
度
段
申
立
、

有
増
取
極
候
所
／
北
川
伊
右
衛
門
隠
居
元
仙
台
藩
中
ニ
而
領
主
手
前
江
罷
／
出
、
此
度

国
之
百
姓
討
取
、
殊
ニ
大
将
も
無
之
、
実
検
之
筋
／
有
之
間
敷
申
立
候
付
、
此
事
ハ
沙

汰
正
ニ
相
成
、
凱
陳マ

マ

之
／
礼
を
行
ひ
候
事
ニ
取
極
、
依
之
、
見
物
之
輩
在
々
ゟ
も
南
部

／
津
軽
ゟ
も
渡
来
、
群
衆
致
し
候
、
軍
大
将
新
井
田
金
右
／
衛
門
、
引
続
而
副
将
、
軍

目
付
其
外
と
も
に
小
手
、
脚
当
、
陣
／
笠
、
陣
羽
織
、
両
脇
に
は
足
軽
、
半
弓
、
小
筒
、

其
次
ニ
ハ
討
取
候
／
蝦
夷
之
首
四
十
三
級
七
棹
ニ
為
持
、
其
次
ニ
ハ
身
方
之
蝦
／
夷

四
十
余
人
不
残
、
蝦
夷
錦
着
用
、
ア
ツ
ケ
シ
場
所
長
夷
／
シ
モ
チ
は
赤
地
之
錦
着
用
し

て
身
の
丈
高
く
、
髭
長
／
く
天
晴
成
容
体
ニ
相
見
、
其
次
同
所
乙
名
イ
コ
ツ
イ
の
／
母
、

当
時
ク
ナ
シ
リ
嶋
乙
名
ツ
キ
ノ
イ
妾
ニ
而
此
度
執
鎮
第
／
一
ニ
働
候
、
世
上
ニ
神
事
祭

礼
等
美
々
敷
も
一
見
仕
候
得
共
／
皆
死
物
ニ
而
此
時
活
物
之
凱
陳マ

マ

一
見
仕
候
□
□
御
座

候
／
如
此
珍
事
は
生
涯
之
内
再
見
不
可
有
之
事
と
奉
存
候
／
夫
ゟ
御
用
向
も
多
分
相
済
、

一
同
松
前
引
払
帰
府
仕
候
…
（『
最
上
徳
内
自
記（
7
）』
□
は
虫
損　

、
は
改
行
）

最
上
徳
内
は
連
行
さ
れ
て
い
る
「
身
方
之
蝦
／
夷
四
十
余
人
不
残
、
蝦
夷
錦
着
用
」
し
、

な
か
で
も
長
夷
シ
モ
チ
は
赤
地
の
錦
を
き
て
お
り
、
そ
し
て
身
の
丈
高
く
、
髭
が
長
く
、

あ
っ
ぱ
れ
な
る
姿
を
認
め
て
い
る
。
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（
三
）　

シ
モ
チ
の
弓
術

と
こ
ろ
で
、『
列
像
』
に
描
か
れ
た
シ
モ
チ
の
姿
勢
で
あ
る（
4
）。
足
を
そ
ろ
え
た
ま
ま
で

ふ
り
返
り
ざ
ま
に
矢
を
射
る
さ
ま
に
描
か
れ
る
。
敵
に
背
を
向
け
て
近
づ
き
、
振
り
返
り
ざ

ま
に
矢
を
射
か
け
る
ア
イ
ヌ
の
射
術
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
記
録
が
あ
る
。
と
は
い
え
足

を
揃
え
て
、
と
い
う
の
は
い
か
が
な
も
の
か
。
こ
の
射
術
姿
勢
に
つ
い
て
は
『
訓
蒙
図
彙
』

や
『
倭
漢
三
才
図
会
』
な
ど
に
似
た
よ
う
な
描
写
が
あ
る
の
は
展
覧
会
図
録
の
指
摘
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
（
写
真
１
―
８
、９
、10
）。
し
か
し
こ
れ
ら
の
資
料
で
は
、
足
は
揃
え
て
い
な

い
。さ

ら
に
こ
の
シ
モ
チ
画
像
で
は
短
弓
に
矢
を
つ
が
え
、
弓
手
（
左
手
）
に
は
弓
の
ほ
か
に

二
本
の
矢
を
併
せ
持
ち
、
口
に
二
の
矢
を
咥
え
、
頭
の
後
ろ
に
は
さ
ら
に
二
本
の
矢
を
保
持

す
る
（
矢
筒
を
背
負
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
の
で
、
矢
は
お
そ
ら
く
は
後
ろ
髪
に
刺

し
て
首
す
じ
を
経
て
肩
の
あ
た
り
ま
で
通
す
）、
妙
な
描
写
が
あ
る
。
鏃
は
鉄
製
。
だ
か
ら

こ
の
よ
う
な
後
ろ
髪
に
刺
す
よ
う
な
矢
の
保
持
が
で
き
る
、
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
ア
イ
ヌ
の
鏃
は
竹
鏃
と
鉄
鏃
と
が
あ
る
。
ア
イ
ヌ
の
矢
の
構
造
は
、
出
陳
さ
れ
て

い
た
諸
資
料
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
箆
（
矢
柄
）
を
中
心
に
端
に
鏃
、
そ
の
反
対
側
に
矢

筈
を
作
り
、
矢
羽
を
付
す
。
竹
鏃
の
場
合
は
骨
製
の
中
柄
を
付
し
て
竹
鏃
を
つ
け
る
。
竹
鏃

に
は
ト
リ
カ
ブ
ト
の
矢
毒
を
塗
り
籠
め
る
こ
と
も
あ
っ
て
箆
か
ら
抜
け
や
す
い
（
矢
毒
を
獲

物
の
体
内
に
残
す
た
め
）。
鉄
鏃
の
場
合
は
箆
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
小
鳥
を
獲
物

に
す
る
場
合
は
鉄
鏃
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
ら
鉄
鏃
の
描
写
自
体
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

だ
が
矢
を
後
ろ
髪
に
刺
し
た
場
合
は
鏃
が
髪
の
毛
に
絡
ま
っ
て
す
ぐ
に
は
使
え
な
い
状
態

が
生
じ
る
し
、
だ
い
た
い
ア
イ
ヌ
の
男
性
の
髪
型
に
は
後
ろ
髪
を
髱
状
に
す
る
こ
と
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
か
か
る
矢
の
保
持
の
し
か
た
が
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
髪
容
に
つ
い
て
は

後
述
す
る
。

ア
イ
ヌ
の
弓
は
丸
木
の
一
木
づ
く
り
（
後
に
は
成
形
し
た
も
の
も
あ
る
）、
短
弓
で
あ
る
。

弓
の
強
化
の
た
め
に
桜
皮
を
巻
く
（
本
図
で
は
上
下
四
か
所
に
あ
る
）。
本
筈
、
末
筈
を
削

り
、
そ
こ
に
弓
弦
を
結
び
付
け
る
。
こ
の
弓
弦
を
張
る
さ
ま
は
ニ
シ
コ
マ
ケ
の
画
像
に
み
る

こ
と
が
で
き
る
。
弓
束
（
弓
を
握
る
部
分
）
は
お
お
む
ね
弓
の
中
心
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
シ
モ
チ
の
弓
手
で
あ
る
。
弓
手
に
は
三
の
矢
、
四
の
矢
な
ど
二
本
を
握
っ
て

い
る
。
そ
し
て
番
え
た
一
の
矢
は
、
弓
束
の
左
側
に
お
い
て
い
る
。
右
手
は
親
指
と
人
差
し

指
で
矢
を
摘
ま
み
、
残
り
の
三
本
を
弦
に
添
え
る
、
い
わ
ゆ
る
地
中
海
式
の
射
法
を
と
っ
て

い
る
。
現
在
の
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
に
似
た
射
法
と
い
え
よ
う
か
。
確
か
に
弓
手
に
矢
を
二
本
も

つ
と
い
う
方
法
を
と
る
と
、
矢
は
弓
手
の
拳
の
上
に
乗
せ
ら
れ
る
。
左
側
に
矢
を
番
え
る
射

法
が
理
に
適
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
弓
を
立
て
ず
に
水
平
に
し
て
射
る
場
合
は
弓
束

の
左
側
に
矢
を
乗
せ
る
こ
と
は
矢
を
安
定
さ
せ
て
射
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
…
で
あ
る
。
い
か
に
丸
木
の
短
弓
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
弓
手
に
三
の
矢
な
ど
二

本
を
も
っ
た
ま
ま
一
の
矢
を
射
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
シ
モ
チ
は
松
前
に
赴
い
て

い
る
。
そ
の
間
、
藩
主
や
波
響
ら
に
み
ず
か
ら
の
射
技
を
見
せ
、
か
か
る
射
法
を
行
っ
た
可

能
性
も
否
定
は
で
き
な
い
。
だ
が
シ
ャ
モ
の
弓
術
で
は
一
般
的
と
は
い
え
な
い
か
か
る
射
法

は
、
あ
る
い
は
シ
ャ
モ
の
射
術
と
の
違
い
を
強
調
す
る
た
め
の
波
響
の
創
作
で
あ
っ
た
の
か
、

疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
四
）　

松
浦
武
四
郎
の
訂
正

松
浦
武
四
郎
は
列
像
展
の
図
録
に
あ
る
通
り
『
初
航
蝦
夷
日
誌
』
や
『
蝦
夷
漫
画
』
に
も

シ
モ
チ
の
画
像
を
引
用
し
、『
蝦
夷
漫
画
』
で
は
「
弾
弓
式
…
エ
ユ
ト
イ
の
画
像
」
と
し
て

い
る
。
だ
が
さ
す
が
に
武
四
郎
は
こ
の
画
像
に
み
ら
れ
る
「
弓
を
弾
く
式
」
を
不
自
然
と
感

じ
た
の
か
『
蝦
夷
訓
蒙
図
彙（
8
）』
で
は
図
そ
の
も
の
の
訂
正
を
含
め
、
改
め
て
弓
の
稽
古

に
つ
い
て
言
及
し

夷
人
、
常
に
弓
の
稽
古
を
す
る
は
、
口
に
一
本
の
矢
を
く
わ
え
、
指
の
ま
た
に
三
本
の

矢
を
挟
ミ
、
一
本
は
手
に
持
、
熊
に
向
ふ
の
さ
ま
を
な
し
て
五
発
を
な
す
也
、
其
早
き

こ
と
実
に
如
何
な
る
猛
獣
も
此
手
練
に
は
助
か
ら
さ
る
へ
し
と
ぞ
思
ハ
れ
り
、（『
蝦
夷

訓
蒙
図
彙
』
巻
の
二
、
秋
葉
実
編
『
松
浦
武
四
郎
選
集
二
』
一
九
九
七
、
北
海
道
出
版

企
画
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
。）

と
記
し
、
稽
古
で
は
五
本
の
矢
を
用
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。

そ
し
て
図
を
付
し
（
写
真
１
―
７
）、
そ
の
図
で
は
弓
手
は
親
指
と
人
差
し
指
の
付
け
根
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で
弓
束
を
支
え
、
矢
を
弓
束
の
右
側
に
番
え
て
い
る
。
そ
し
て
人
差
し
指
と
中
指
の
間
、
中

指
と
薬
指
の
間
、
薬
指
と
小
指
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
矢
を
挟
む
。
こ
の
と
き
人
差
し
指
は
伸
ば

し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
修
正
し
て
い
る
。
武
四
郎
の
こ
と
だ
か
ら
、
実
際
に
友
人
の
ア

イ
ヌ
の
弓
の
手
練
れ
か
ら
こ
の
よ
う
な
方
法
で
の
射
法
を
教
わ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と

は
い
え
か
な
り
高
度
な
技
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

一
般
的
な
ア
イ
ヌ
の
射
法
で
は
、
弓
を
ま
っ
す
ぐ
に
立
て
て
、
矢
は
弓
束
の
右
側
に
番
え

て
い
る
例
が
多
く
、
た
と
え
ば
ア
イ
ヌ
が
弓
を
構
え
て
い
る
、
日
本
最
古
の
写
真
で
は
、
被

写
体
の
志
村
弥
十
郎
は
矢
を
弓
束
の
右
側
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
波
響
が
描
く
よ
う
に
矢
を

弓
束
の
左
に
置
く
例
も
み
ら
れ
る
。
大
谷
洋
一
氏
の
教
示
に
よ
る
と
現
在
で
も
ク
リ
ム
セ
な

ど
で
弓
の
左
側
に
矢
を
乗
せ
る
踊
り
方
が
増
え
て
い
る
と
い
う
。
武
四
郎
が
教
わ
っ
た
の
は

前
者
で
あ
っ
た
。

波
響
の
描
写
を
是
と
す
る
か
、
創
作
と
み
る
か
シ
モ
チ
の
画
像
の
解
釈
は
か
な
り
む
つ
か

し
い
と
い
え
よ
う
。

シ
モ
チ
は
松
前
に
行
き
、
藩
侯
な
ど
に
謁
見
を
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
た
ぶ
ん
蠣
崎
波
響

も
同
席
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
、
シ
モ
チ
ら
の
容
貌
に
は
接
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
。
だ

が
、
列
像
の
シ
モ
チ
画
像
か
ら
そ
の
生
き
た
姿
が
感
じ
取
れ
る
だ
ろ
う
か
。

（
五
）　

ニ
シ
コ
マ
ケ

『
夷
酋
列
像
』
に
ア
イ
ヌ
の
文
化
を
き
ち
ん
と
描
写
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
ニ
シ
コ
マ
ケ
に
つ
き
る
の
で
は
な
い
か
。
と
は
い
え
そ
れ
は
着
衣
等
の
こ
と
で
は
な
い
。

ニ
シ
コ
マ
ケ
は
し
ゃ
が
ん
だ
姿
勢
で
、
短
弓
に
弦
を
は
る
行
為
を
し
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
の
弓

に
弦
を
は
る
場
合
、
本
筈
が
わ
を
足
で
踏
み
、
末
筈
側
を
か
ら
だ
に
ひ
き
よ
せ
て
、
充
分
に

弓
を
し
な
ら
せ
て
弦
を
末
筈
に
巻
き
付
け
る
よ
う
に
し
て
は
る
。
そ
の
さ
ま
が
描
か
れ
て
い

る
。
左
側
に
は
狩
猟
用
の
矢
筒
が
お
か
れ
て
い
る
。

か
れ
が
着
て
い
る
薄
青
地
に
霊
芝
文
様
の
袍
の
下
に
は
ア
ッ
ト
ゥ
シ
を
思
わ
せ
る
衣
服
が

描
か
れ
る
。
裾
に
ア
イ
ヌ
文
様
が
あ
り
、
そ
の
下
部
に
は
熊
毛
様
の
裾
が
お
か
れ
る
。
ま
た

袷
仕
立
な
の
か
内
側
は
黄
色
地
の
別
布
で
あ
り
、
裾
前
の
空
き
具
合
か
ら
衽
の
な
い
仕
立
に

も
み
え
、
左
衽
に
着
て
い
る
。
し
か
し
、
袖
口
は
龍
袍
様
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
立
湧
文
が

施
文
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
衣
服
な
の
だ
ろ
う
か
。
龍
袍
と
和
服
と
ア
ッ
ト
ゥ
シ

を
組
み
合
わ
せ
た
よ
う
な
妙
な
も
の
で
あ
る
。
波
響
の
創
作
？
な
の
だ
ろ
う
か
。

（
六
）　

髪
容

『
夷
酋
列
像
』
の
諸
画
像
に
描
か
れ
た
髪
の
形
（
以
下
髪
容
）
は
お
お
む
ね
ひ
と
つ
の
ス

タ
イ
ル
で
描
か
れ
て
い
る
。
前
額
部
は
や
や
薄
め
、
ま
た
は
ノ
チ
ク
サ
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ

う
に
剃
り
が
は
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
頭
部
は
髱
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
イ
コ
ト

イ
や
チ
ョ
ウ
サ
マ
な
ど
は
カ
ー
ル
し
た
髪
容
に
描
か
れ
る
。
チ
キ
リ
ア
シ
カ
イ
も
似
た
よ
う

な
髪
容
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
よ
う
な
カ
ー
ル
し
た
髪
か
は
と
も
か
く
、
波
う
っ
た
髪
の
描
写

は
多
い
。
こ
う
し
た
髪
を
「kom

kom
se otop　

ち
ぢ
れ
毛（
9
）」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
髪
容
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
シ
モ
チ
の
画
像
で
あ
る
。
シ
モ
チ
の
髪
容
は
後

髪
を
髱
に
し
て
、
そ
の
髱
に
矢
を
挿
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
矢
柄
が
髱
を
突
き
抜
け
て

も
い
る
の
で
背
中
に
矢
筒
を
背
負
っ
て
い
る
の
を
意
識
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
矢
筒
の

描
写
は
見
ら
れ
な
い
。

ア
イ
ヌ
の
髪
容
に
つ
い
て
は
村
上
島
之
允
の
『
鬚
髪
之
総
説（
10
）』
に
「
ヲ
ツ
カ
イ
シ
メ

ム
ケ
」
と
い
う
図
説
が
あ
り
、「
此
図
は
夷
人
の
男
子
成
人
の
髪
の
制
に
な
せ
し
さ
ま
也
、

其
か
た
ち
前
髪
と
う
し
ろ
の
ゑ
り
も
と
を
剃
て
毛
の
長
短
を
き
り
そ
ろ
へ
図
の
如
く
つ
く
る

也
、
こ
れ
を
ヲ
ツ
カ
イ
シ
メ
ム
ケ
と
称
す
、
ヲ
ツ
カ
イ
と
は
男
子
の
成
人
を
い
ひ
、
シ
メ
ム

ケ
と
ハ
剃
る
事
を
い
ひ
て
男
子
の
成
人
剃
り
と
い
ふ
事
な
り
、
図
を
二
つ
な
ら
へ
し
る
せ
る

も
の
ハ
前
後
よ
り
見
た
る
さ
ま
を
あ
ら
は
す
な
り
」
と
説
き
、
前
後
の
図
を
載
せ
る
。

前
髪
を
剃
っ
た
さ
ま
は
シ
ャ
モ
の
月
代
に
似
る
。
そ
し
て
後
頭
部
の
髪
を
切
り
そ
ろ
え
て

襟
元
を
剃
る
。
こ
れ
が
ア
イ
ヌ
男
子
一
般
の
髪
容
で
あ
る
と
。
こ
の
村
上
島
之
允
の
指
摘
に

み
る
髪
容
で
は
シ
モ
チ
の
よ
う
な
矢
の
扱
い
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
波
響
が
描
い
た
髱

状
の
後
頭
部
は
切
り
そ
ろ
え
た
後
髪
が
シ
ャ
モ
の
髷
の
よ
う
に
見
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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（
七
）　
『
夷
酋
列
像
』
疑
点
の
一
、二

『
夷
酋
列
像
』
で
は
シ
モ
チ
を
「
遏
决
失
酋
長
／
失
莫
窒
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
広
長

も
同
様
な
表
記
を
し
て
い
る
。
こ
の
妙
な
漢
字
を
用
い
て
の
表
記
で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
文
字
使
い
を
し
た
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
広
長
も
波
響
も
漢
文
に
は
は
る
か
に
造
詣
が
深

か
っ
た
。
倭
玉
篇
や
康
熙
字
典
な
ど
か
ら
引
用
し
た
の
だ
と
し
て
も
そ
れ
で
も
読
む
こ
と
は

む
つ
か
し
い
。
あ
る
い
は
白
話
に
通
じ
て
い
て
か
か
る
表
記
を
お
こ
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か（
11
）。

そ
し
て
こ
の
『
夷
酋
列
像
』
に
記
さ
れ
た
地
名
や
人
名
を
だ
れ
が
す
ん
な
り
と
読
め
た
だ
ろ

う
。
い
か
に
漢
字
に
精
通
し
て
い
た
京
洛
の
文
人
た
ち
で
も
お
そ
ら
く
説
明
な
し
に
は
読
め

な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
で
は
な
ぜ
か
か
る
表
記
を
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
提
唱
し
た

の
は
だ
れ
か
、
で
あ
る
。
し
か
も
佳
字
は
一
文
字
も
な
い
と
い
っ
て
い
い
。
和
気
清
麻
呂
の

例
を
み
る
ま
で
も
な
く
、
醜
い
字
を
用
い
る
の
は
あ
る
種
の
罰
則
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

画
像
の
十
二
人
は
す
べ
て
が
一
文
字
眉
に
三
白
眼
、
そ
し
て
左
衽
の
衣
服
で
描
か
れ
て
い

る
。
三
白
眼
は
高
僧
像
な
ど
に
も
み
え
る
異
相
の
表
現
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
夷

酋
列
像
』
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
画
像
は
ア
イ
ヌ
の
尊

厳
や
勇
猛
性
を
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。
単
純
に
シ
ャ
モ
の
側
か
ら
み
た
「
夷
」
を
強
調

し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。

画
像
に
描
か
れ
た
物
質
文
化
に
つ
い
て
も
個
々
に
つ
い
て
は
う
な
づ
け
る
も
の
も
あ
る
。

し
か
し
、
イ
コ
リ
カ
ヤ
ニ
の
矢
筒
に
は
儀
礼
用
の
そ
れ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
先
述
し
た
よ

う
に
ニ
シ
コ
マ
ケ
の
ア
ト
ゥ
シ
様
の
衣
服
に
は
立
湧
文
が
入
っ
て
い
た
り
も
す
る
。
こ
ん
な

衣
服
は
ア
イ
ヌ
文
化
に
は
存
在
し
な
い
は
ず
で
あ
る
が
。

さ
ら
に
は
画
題
を
波
響
は
「
夷
酋
一
十
二
人
画
像
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
広
長
は

『
夷
酋
列
像
』
と
し
て
い
る
。
叔
父
が
記
し
た
序
の
画
題
に
波
響
は
納
得
し
な
か
っ
た
。
だ

か
ら
本
図
の
跋
に
は
「
夷
酋
一
十
二
人
画
像
」
を
残
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
括シ

モ
チ
画
像
を
中
心
に
『
夷
酋
列
像
』
の
疑
点
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

基
本
的
に
い
う
と
『
夷
酋
列
像
』
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
要
素
を
探
り
出
す
の
は
物
質
文
化
の

描
写
を
除
け
ば
か
な
り
む
つ
か
し
い
。
そ
こ
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
を
探
り
出
す
可
能
性
の
あ
る

画
像
は
シ
モ
チ
と
ニ
シ
コ
マ
ケ
だ
け
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
（
ニ
シ
コ
マ
ケ
に
つ
い
て
は
十

分
に
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た
）。

波
響
の
絵
画
作
品
と
し
て
は
評
価
が
高
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
波
響
作
品
の
な

か
で
際
立
っ
た
特
徴
を
有
す
る
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
ア
イ
ヌ
の
風
俗
を
描
い

た
作
品
で
は
な
く
、
ア
イ
ヌ
文
化
も
よ
み
と
れ
な
い
。
ア
イ
ヌ
絵
と
し
て
評
価
で
き
る
作
品

と
は
い
い
が
た
い
。

そ
し
て
『
夷
酋
列
像
』
と
い
う
画
題
は
改
め
る
べ
き
で
、
波
響
の
表
記
を
援
用
し
「
イ
コ

ト
イ
ら
一
十
二
人
画
像
」
あ
た
り
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
に
言
え
ば
「
ク
ナ
シ

リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
」
な
ど
も
、「
マ
メ
キ
リ
・
セ
ッ
パ
ヤ
ッ
プ
ら
の
蜂
起
」
な
ど
と
改
め

る
時
期
に
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二　
　
『
夷
酋
列
像
』
の
「
叡
覧
」
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
　

―
高
山
彦
九
郎
日
記
の
再
検
討
か
ら
―

「
曾
経
天
覧
」

本
章
で
は
、『
夷
酋
列
像
』
の
政
治
的
な
側
面
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
研
究
の
可
能
性
に

つ
き
、
若
干
の
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
た
い
。

『
夷
酋
列
像
』
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
七
月
一
〇
日
か
ら
一
一

日
に
か
け
て
宮
中
へ
留
め
置
か
れ
、
光
格
天
皇
の
「
叡
覧
」
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が

注
目
さ
れ
る
。
蠣
崎
波
響
は
こ
れ
を
も
っ
て
、
後
の
作
品
の
い
く
つ
か
に
「
曾
経
天
覧
」
と

い
う
遊
印
（
朱
文
方
印
）（
写
真
２
―
１
）
を
捺
し
て
い
る
例
が
散
見
さ
れ
る
か
ら
、
波
響

自
身
も
こ
の
経
験
を
名
誉
と
し
、
積
極
的
に
受
容
し
て
い
た
こ
と
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
は
、
波
響
の
自
己
認
識
に
つ
い
て
の
評
価
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
外
様
小
藩

の
所
有
に
な
る
絵
画
作
品
が
、
ど
の
よ
う
な
ル
ー
ト
で
「
叡
覧
（
天
覧
）」
に
至
っ
た
の
か

を
確
認
し
、
併
せ
て
そ
の
動
機
に
つ
き
、
当
時
の
朝
幕
関
係
史
を
踏
ま
え
つ
つ
、
若
干
の
考
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察
を
試
み
て
み
た
い
。
こ
の
時
期
、
波
響
は
従
弟
に
あ
た
る
松
前
広
英
ら
と
と
も
に
『
夷
酋

列
像
』
を
携
え
て
上
洛
し
、
大
原
吞
響
や
高
山
彦
九
郎
と
い
っ
た
文
人
を
通
じ
て
堂
上
公
家

や
宮
門
跡
と
交
流
を
持
ち
、『
夷
酋
列
像
』
の
叡
覧
は
そ
の
延
長
線
上
に
な
っ
た
と
い
う
側

面
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
夷
酋
列
像
』
の
い
わ
ば
政
治
的
機
能
の
側
面

に
焦
点
を
当
て
た
検
討
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
一
）　

叡
覧
の
年
代
観

年
代
観
①
―
幕
府
と
松
前
藩
―　
　

こ
こ
で
は
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
七
月
と
い
う

時
点
の
年
代
観
を
ま
と
め
る
。
ま
ず
は
、
松
前
蝦
夷
地
の
領
有
関
係
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
松
前
蝦
夷
地
は
中
世
以
来
の
旧
族
大
名
た
る
松
前
家
に
、
そ
の
支
配
が
安

堵
さ
れ
て
い
た
。
蝦
夷
地
の
う
ち
、
東
蝦
夷
地
メ
ナ
シ
地
方
な
ら
び
に
ク
ナ
シ
リ
地
方
で
ア

イ
ヌ
に
よ
る
和
人
襲
撃
が
あ
り
、
松
前
藩
に
よ
り
そ
れ
が
鎮
圧
さ
れ
た
の
が
、
寛
政
元
年
の

う
ち
で
あ
る
。
そ
の
後
、
松
平
定
信
の
幕
閣
は
松
前
藩
に
善
後
策
の
策
定
を
求
め
、
こ
れ
に

応
じ
た
松
前
藩
に
よ
り
「
蝦
夷
地
改
正
」
と
題
さ
れ
た
案
が
提
出
さ
れ
幕
府
が
こ
れ
を
受
領

し
た
の
が
寛
政
二
年
四
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
松
前
藩
が
松
前
蝦
夷
地
を
支

配
す
る
体
制
は
継
続
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
藤
田
覚
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に（
12
）、
こ
の
時
期
以
降
幕
閣
内
部
に
は
松
前

蝦
夷
地
の
支
配
を
松
前
家
に
委
任
し
た
ま
ま
に
す
べ
き
か
否
か
の
議
論
が
繰
り
返
さ
れ
、
松

前
藩
に
よ
る
松
前
蝦
夷
地
支
配
は
必
ず
し
も
自
明
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
状
況
が
訪
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
実
際
、
そ
の
後
松
平
信
明
の
幕
閣
は
寛
政
一
一
年
二
月
以
降
、
段
階
的
に
松

前
蝦
夷
地
の
幕
領
化
を
推
進
し
、
一
時
的
な
凍
結
を
は
さ
み
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
三
月

に
は
松
前
蝦
夷
地
一
円
が
上
知
と
な
り
松
前
家
は
交
代
寄
合
席
の
旗
本
と
さ
れ
転
封
と
な
っ

た
。
こ
れ
は
、
水
野
忠
成
の
幕
閣
に
よ
り
松
前
藩
が
復
領
と
な
る
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年

の
末
に
及
ん
だ
。

つ
ま
り
、『
夷
酋
列
像
』
が
叡
覧
と
な
っ
た
寛
政
三
年
七
月
は
、
松
前
藩
に
と
っ
て
、
従

来
の
支
配
が
旧
族
大
名
の
故
を
も
っ
て
の
み
で
は
担
保
さ
れ
ず
、
新
た
な
状
況
へ
の
対
応
を

迫
ら
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

年
代
観
②
―
朝
廷
と
幕
府
―　
　

松
前
蝦
夷
地
支
配
の
松
前
家
へ
の
委
任
か
幕
府
の
直
轄

か
、
と
い
う
問
題
は
、
当
時
幕
府
が
直
面
し
て
い
た
、
ひ
と
つ
の
政
策
課
題
と
同
時
平
行
的

に
推
移
し
て
い
る
。
の
ち
に
「
尊
号
一
件
」
と
称
さ
れ
る
問
題
が
そ
れ
で
あ
る（
13
）。

「
尊
号
一
件
」
と
は
、
閑
院
宮
家
に
生
ま
れ
た
当
時
の
光
格
天
皇
が
、
実
父
の
閑
院
宮
典

仁
親
王
へ
太
上
天
皇
号
（
尊
号
）
を
宣
下
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
こ
と
に
対
し
、
松
平
定
信
の

幕
閣
が
結
果
的
に
こ
れ
を
拒
ん
だ
事
件
を
い
う
。
時
系
列
を
先
に
述
べ
る
と
、
朝
廷
が
こ
れ

を
幕
府
へ
内
議
し
た
の
が
寛
政
元
年
二
月
、
幕
府
の
内
意
を
う
け
朝
廷
が
宣
下
の
方
針
を

い
っ
た
ん
見
合
せ
た
の
が
寛
政
三
年
二
月
で
あ
り
、
以
後
朝
廷
は
太
上
天
皇
号
宣
下
に
か
わ

る
典
仁
親
王
へ
の
優
遇
措
置
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
同
年
八
月
に
至
り
関
白
が
交
代
す
る
や
、
そ
の
方
針
は
一
変
し
、
一
二
月
に
は

堂
上
公
家
の
群
議
を
徴
し
た
う
え
で
、
翌
寛
政
四
年
一
月
以
降
、
再
び
幕
府
へ
太
上
天
皇
号

宣
下
へ
の
同
意
を
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
幕
府
の
同
意
は
得
ら
れ
ず
、

結
果
的
に
同
年
一
一
月
に
至
り
、
朝
廷
は
宣
下
の
断
念
を
幕
府
へ
通
達
し
、
一
件
は
終
結
を

み
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
松
前
藩
が
波
響
ら
を
上
洛
さ
せ
、『
夷
酋
列
像
』
が
叡
覧
と
な
っ
た

寛
政
三
年
七
月
は
、
い
っ
た
ん
幕
府
が
朝
廷
か
ら
の
太
上
天
皇
号
宣
下
要
求
を
退
け
た
時
期

に
あ
た
る
と
同
時
に
、
そ
の
翌
月
に
は
再
び
そ
の
問
題
が
朝
廷
側
か
ら
蒸
し
返
さ
れ
る
タ
イ

ミ
ン
グ
に
も
あ
た
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
京
都
の
公
家
社
会
に
、
太
上
天
皇

号
宣
下
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
機
運
が
胚
胎
し
燻
っ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

年
代
観
③
―
幕
閣
内
部
―　
　

太
上
天
皇
号
宣
下
の
是
非
を
め
ぐ
る
尊
号
一
件
の
構
図
は
、

当
時
の
幕
閣
内
部
の
対
立
構
造
と
も
連
動
し
た
。
将
軍
実
父
徳
川
（
一
橋
）
治
済
を
軸
と
し

た
、
対
立
の
構
造
が
、
そ
れ
で
あ
る（
14
）。

ご
く
大
雑
把
に
言
え
ば
、
徳
川
治
済
と
老
中
首
座
松
平
定
信
の
対
立
で
あ
る
。
治
済
と
定

信
は
と
も
に
吉
宗
の
孫
に
あ
た
り
、
つ
ま
り
両
者
は
将
軍
家
に
近
し
い
門
閥
で
あ
る
。
将
軍

代
始
め
の
改
革
を
定
信
が
は
じ
め
た
当
初
、
両
者
の
関
係
は
良
好
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
懸

隔
が
生
じ
て
く
る
。
一
説
に
、
直
接
的
な
対
立
が
表
面
化
し
た
の
は
、
治
済
を
大
御
所
（
前
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将
軍
）
と
し
て
遇
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
、
上
述
の
尊
号
一
件
へ
の
対
応
と
も
連
動
し
、
結

果
的
に
退
け
た
事
件
に
あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
一
七
歳
と
な
っ
て
い
た
将
軍
家
斉
の
意
思
を

抑
え
る
場
面
も
目
立
ち
、
結
果
的
に
定
信
は
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
に
老
中
を
罷
免
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

の
ち
に
触
れ
る
が
、『
夷
酋
列
像
』
が
叡
覧
と
な
っ
た
寛
政
三
年
前
後
に
在
京
し
て
い
た

高
山
彦
九
郎
は
、
そ
の
日
記
に
定
信
に
関
す
る
風
聞
を
い
く
つ
か
書
き
留
め
て
い
る
。
そ
の

な
か
に
「
大
樹
、
去
冬
鷹
野
に
於
て
鷹
匠
を
殺
し
、
城
中
に
於
て
越
中
侯
諫
争
有
り
し
時
、

脇
差
を
投
け
付
ら
れ
、
伊
豆
守
殿
抱
き
と
め
な
と
の
説
、
頃
日
あ
り
け
る
が
、
今
日
ま
た
聞

け
る
に
、
西
ノ
丸
へ
入
ら
し
め
申
し
、
上
洛
な
と
号
し
、
押
こ
め
進
ら
す
る
の
説
、
別
に
大

樹
を
立
ら
る
ゝ
の
よ
し
な
と
、
説
々
有
り
け
る
」（
高
山
彦
九
郎
日
記
〔
以
下
、
日
記
〕、
寛

政
三
年
二
月
四
日
条
）（
15
）と
い
う
、
み
っ
つ
の
風
聞
を
留
め
た
記
事
が
あ
る
。
家
斉
（「
大

樹
」）
を
諫
め
た
定
信
（「
越
中
侯
」）
に
、
家
斉
が
脇
差
を
投
げ
つ
け
た
、
と
い
う
風
聞
が

ひ
と
つ
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
家
斉
を
西
の
丸
へ
押
し
込
め
る
、
と
い
う
風
聞
。
さ
ら
に
、
別

に
将
軍
を
立
て
る
、
と
い
う
風
聞
も
あ
る
。
彦
九
郎
は
こ
の
風
聞
を
、
寄
寓
先
の
公
卿
・
岩

倉
具
選
邸
で
、
そ
の
雑
掌
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
夷
酋
列
像
』
が
叡
覧
と
な
っ
た
寛
政
三
年
こ
ろ
に
は
、
将
軍
家
斉
（
そ

の
父
治
済
を
含
め
）
と
尊
号
一
件
の
当
事
者
で
あ
る
定
信
と
の
間
の
対
立
が
、
ま
こ
と
し
や

か
に
京
の
公
家
社
会
に
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
定
信
の
意
思
に
抗
し
得
る
構
図

の
存
在
を
、
そ
こ
に
彼
ら
は
透
か
し
て
見
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）　

叡
覧
に
至
る
経
緯
と
松
前
藩
の
意
図

叡
覧
の
経
緯　
　

さ
て
、『
夷
酋
列
像
』
が
宮
中
に
入
り
、「
叡
覧
」
に
供
さ
れ
た
こ
と
を

直
接
示
す
文
書
が
、
函
館
市
中
央
図
書
館
に
残
さ
れ
て
い
る
（
写
真
２
―
２
）。
波
響
の
玄

孫
に
あ
た
る
蠣
崎
文
三
氏
の
寄
贈
に
な
る
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
、
同
家
に
伝
存
し
た
文
書
と

み
て
よ
さ
そ
う
だ
。
ま
ず
は
、
全
文
を
示
す
。

一
昨
日
借
用
之
夷
酋
列
像
、」
宮
御
方
江
入
御
覧
候
後
、
図
像
奇
偉
・
筆
力
精
妙
、」
御

感
心
之
余
被
入
（
平
出
）」
叡
覧
、
一
日
宮
中
ニ
被
留
、
就
今
日
被
返
下
、
則
致
返
」

進
候
、
恐
々
謹
言
、

 

佐
々
木
備
後
守　
　
　

　
　
　
　

七
月
十
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
秀
（
花
押
）

　
　
　
　
　

蠣
崎
矢
次
郎
様

こ
の
文
書
に
は
年
を
欠
く
が
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

宛
先
の
蠣
崎
矢
次
郎
は
、
波
響
の
通
称
で
あ
る
弥
次
郎
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
、
一
昨
日
（
七
月
一
〇
日
）
に
佐
々
木
備
後
守
長
秀
（
以
下
、「
長
秀
」
と
表
記
）

が
「
借
用
」
し
た
「
夷
酋
列
像
」
を
「
宮
御
方
」
の
御
覧
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、
宮
様
は
感
心

の
あ
ま
り
、
天
皇
に
お
目
に
か
け
た
。『
夷
酋
列
像
』
は
一
日
宮
中
に
留
置
さ
れ
、
今
日
に

な
っ
て
お
返
し
下
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
早
速
返
却
い
た
し
ま
す
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
長
秀
が
波
響
か
ら
『
夷
酋
列
像
』
を
借
用
し
た
ま
ま
二
日
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ

た
こ
と
か
ら
、
そ
の
理
由
を
記
し
、
返
却
の
際
に
添
え
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

『
夷
酋
列
像
』
天
覧
の
経
緯
は
、
こ
れ
で
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
い
く
つ
か
の
疑
問
が

残
る
。
ま
ず
、
こ
の
文
書
の
作
成
者
で
、
波
響
か
ら
『
夷
酋
列
像
』
を
借
用
し
た
佐
々
木
備

後
守
長
秀
と
は
、
ど
う
い
っ
た
人
物
な
の
か
。
さ
ら
に
、
長
秀
が
『
夷
酋
列
像
』
を
御
覧
に

い
れ
た
「
宮
御
方
」
と
は
だ
れ
な
の
か
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。

佐
々
木
長
秀
と
「
宮
御
方
」　　

佐
々
木
備
後
守
長
秀
と
、
こ
こ
に
い
う
「
宮
御
方
」
を

め
ぐ
っ
て
は
、
意
外
な
こ
と
に
先
行
研
究
の
う
え
で
、
出
典
が
明
示
さ
れ
た
人
物
の
確
定
が

な
さ
れ
て
き
て
い
な
い
。
美
術
史
の
磯
崎
康
彦
は
、
長
秀
を
聖
護
院
宮
の
侍
講
と
記
し
、

「
宮
御
方
」
は
聖
護
院
宮
と
判
断
さ
れ
て
い
る（
16
）。
谷
澤
尚
一
は
、
長
秀
を
聖
護
院
門
跡
の

「
王
府
庶
務
」
と
記
し
、「
宮
御
方
」
は
聖
護
院
宮
と
考
証
さ
れ
て
い
る（
17
）。
一
方
、
永
田

富
智
が
紹
介
す
る
髙
濵
二
郎
「
波
響
十
二
酋
長
画
像
を
画
く
」（
稿
本
）
は
、「
宮
御
方
」
を

仁
和
寺
宮
と
記
し
て
い
る
と
い
う（
18
）。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
佐
々
木
備
後
守
長
秀
は
、
谷
澤
の
考
証
す
る
よ
う
に
、
聖
護
院
門
跡

に
出
仕
し
て
い
た
門
跡
家
来
で
あ
る
。
板
行
さ
れ
た
公
家
名
鑑
に
も
そ
の
名
が
載
る
（
写
真
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２
―
３
）、
聖
護
院
門
跡
の
諸
大
夫
で
あ
っ
た（
19
）。
諸
大
夫
と
は
、
一
般
的
に
大
臣
家
以
上

の
堂
上
公
家
や
宮
門
跡
に
仕
え
る
五
位
前
後
の
位
階
を
帯
び
た
家
臣
を
い
う（
20
）。
宮
門
跡

に
は
、
院
家
（
塔
頭
）
住
職
や
房
官
と
い
っ
た
僧
侶
が
、
諸
大
夫
・
侍
な
ど
俗
人
の
家
臣
と

と
も
に
出
仕
し
て
い
た
。
聖
護
院
門
跡
は
修
験
本
山
派
の
本
所
で
あ
り
、
院
家
は
諸
国
の
本

山
派
修
験
者
（
山
伏
）
を
編
成
す
る
な
ど
の
機
能
を
有
し
て
い
た
か
ら（
21
）、
俗
人
の
家
臣

は
谷
澤
の
い
う
よ
う
に
、
房
官
と
と
も
に
「
王
府
庶
務
」
を
職
務
と
し
て
い
た
と
み
て
よ
い

だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
や
は
り
、
こ
の
文
書
に
い
う
「
宮
御
方
」
は
、
聖
護
院
宮
を
指
す
と

み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
当
時
の
聖
護
院
宮
は
、
光
格
天
皇
の
同
母
弟
で
、
後
桃
園
天
皇
の

養
子
と
さ
れ
た
盈
仁
法
親
王
で
あ
っ
た
。
光
格
天
皇
は
、
天
明
八
（
一
七
八
八
）
年
正
月
の

京
都
大
火
で
内
裏
が
炎
上
し
た
た
め
、
翌
寛
政
元
年
十
一
月
に
新
造
な
っ
た
内
裏
へ
還
幸
す

る
ま
で
の
間
、
聖
護
院
を
仮
内
裏
と
し
て
い
た
経
緯
も
あ
っ
た
。

『
夷
酋
列
像
』
は
、
波
響
↓
聖
護
院
門
跡
諸
大
夫
佐
々
木
備
後
守
長
秀
↓
聖
護
院
宮
盈
仁

法
親
王
↓
光
格
天
皇
、
と
い
う
経
路
を
通
じ
て
「
天
覧
」
に
供
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
言
葉

を
変
え
れ
ば
、『
夷
酋
列
像
』
を
聖
護
院
宮
に
取
り
次
い
だ
の
が
長
秀
、
天
皇
に
取
り
次
い

だ
の
が
聖
護
院
宮
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
夷
酋
列
像
』
の
帯
び
る
政
治
性　
　

こ
の
文
書
で
注
目
す
べ
き
は
、「
夷
酋
列
像
」
と
い

う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
長
秀
・
聖
護
院
宮
・
光
格
天
皇
は
、
と

も
に
こ
の
画
像
が
「
夷
酋
」
す
な
わ
ち
ア
イ
ヌ
首
長
を
描
い
た
画
像
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
聖
護
院
宮
が
光
格
天
皇
へ
取
り
次
い
だ
動
機
は
、「
図
像
奇

偉
・
筆
力
精
妙
」
と
記
さ
れ
、
つ
ま
り
『
夷
酋
列
像
』
の
画
題
の
奇
逸
さ
と
画
力
の
精
妙
さ

と
い
う
、
作
品
の
美
術
的
水
準
の
高
さ
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
長
秀
が
波
響
か
ら

『
夷
酋
列
像
』
を
借
用
し
、
主
君
で
あ
る
聖
護
院
宮
の
御
覧
に
入
れ
た
動
機
は
、
ど
こ
に

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
長
秀
と
波
響
と
の
接
点
は
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。

長
秀
は
、『
夷
酋
列
像
』
の
像
主
各
人
に
文
人
た
ち
が
寄
せ
た
賛
を
集
成
し
た
「
夷
酋
列

像
賛
」
の
う
ち
、
マ
ウ
タ
ラ
ケ
像
に
寄
せ
て
「
卓
此
酋
長
毛
夷
向
風
、
能
帥
諸
部
為
国
建

功
」
と
記
し
、「
源
長
秀
」
と
署
名
し
、「
源
之
長
秀
」
な
ら
び
に
「
良
斎
」
の
印
を
捺
し
て

い
る（
22
）。「
夷
酋
列
像
賛
」
は
、
当
時
波
響
と
と
も
に
滞
京
し
て
い
た
従
弟
の
松
前
広
英
が

寄
稿
依
頼
に
歩
い
て
い
る
と
さ
れ
る
か
ら（
23
）、
そ
れ
に
応
じ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
賛
文

の
後
半
に
は
、
マ
ウ
タ
ラ
ケ
が
「
諸
部
」
を
帥
い
て
「
国
」
の
た
め
に
「
功
」
を
建
て
た
、

と
記
す
か
ら
、
松
前
家
側
に
内
在
し
た
制
作
の
政
治
的
動
機
を
理
解
・
把
握
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
。

松
前
広
英
へ
賛
を
寄
せ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
と
、
聖
護
院
宮
へ
『
夷
酋
列
像
』
を
取
次
い
だ
時

点
と
、
い
ず
れ
が
前
後
す
る
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
長
秀
は
、『
夷
酋
列
像
』

の
帯
び
る
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
波
響
や
広
英
ら
松
前
家
サ
イ
ド
と
共
有
し
て
い
た
こ
と
が

窺
え
る
。
そ
れ
は
当
然
、
宮
や
天
皇
へ
も
、
何
ら
か
の
形
で
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が

嘉
納
さ
れ
て
宮
の
「
御
覧
」・
天
皇
の
「
叡
覧
」
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
改

め
て
自
覚
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

（
三
）　

高
山
彦
九
郎
の
取
次
と
公
家
社
会
の
周
縁

高
山
彦
九
郎
と
い
う
人
物　
　

で
は
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
七
月
の
洛
中
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
両
者
の
親
和
性
が
成
立
し
た
背
景
に
、
ど
う
い
っ
た
社
会
的
な
接
点
が
あ
り
得
た

の
か
。
こ
と
ば
を
か
え
る
と
、
松
前
藩
家
老
（
藩
主
弟
）
と
聖
護
院
門
跡
諸
大
夫
と
の
接
点

は
、
ど
の
よ
う
に
結
ば
れ
、
そ
の
先
に
天
皇
に
つ
な
が
る
取
次
が
機
能
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

幸
い
な
こ
と
に
、
そ
れ
を
知
る
手
掛
か
り
と
な
る
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
二
年
末

か
ら
同
三
年
七
月
一
八
日
ま
で
の
、
高
山
彦
九
郎
の
日
記
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
日
記
に
波

響
と
『
夷
酋
列
像
』
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ

り
注
目
さ
れ
、
ま
た
、
分
析
も
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
彦
九
郎
の
洛
中
、
と

り
わ
け
公
家
社
会
に
お
け
る
社
会
的
位
置
と
、『
夷
酋
列
像
』
に
寄
せ
ら
れ
た
視
線
に
つ
き
、

若
干
の
考
察
を
行
な
っ
て
み
た
い
。

高
山
彦
九
郎
正
之
は
、
上
野
国
新
田
郡
細
谷
村
の
名
主
の
家
に
生
ま
れ
た（
24
）。
つ
ま
り
、

生
得
的
な
身
分
は
百
姓
で
あ
る
。
た
だ
し
、
学
問
を
身
に
つ
け
、
諸
国
を
遊
歴
す
る
な
か
で
、

そ
の
身
分
が
ゆ
ら
ぐ
場
合
が
あ
っ
た
。
京
都
滞
在
は
数
度
に
及
ぶ
が
、天
明
三
（
一
七
八
三
）
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年
の
上
洛
時
に
公
卿
で
あ
る
岩
倉
三
位
具
選
と
の
所
縁
が
生
じ
、
寛
政
二
年
一
二
月
一
〇
日

の
日
記
に
「
岩
倉
殿
へ
入
る
、
語
り
て
京
都
逗
留
の
主
シ
と
な
ら
せ
玉
ハ
れ
と
乞
ふ
、
先
年

の
通
り
相
替
ら
ず
あ
る
じ
た
る
の
約
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
岩
倉
家
に
抱
え
ら
れ
た
存
在
と

な
っ
た
。
こ
の
の
ち
、
岩
倉
家
の
門
柱
に
「
正
之
寓
の
字
を
書
ひ
て
は
り
替
へ
侍
る
」（
日

記
、
寛
政
三
年
三
月
二
三
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
滞
京
中
の
過
半
を
岩
倉
家
に
宿
し
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

岩
倉
家
で
彦
九
郎
は
、
連
日
の
よ
う
に
具
選
卿
と
談
論
を
交
わ
し
、
雑
掌
の
不
在
時
に
は

来
訪
者
（
久
我
大
納
言
や
正
親
町
中
将
を
含
む
）
を
「
取
次
」
ぐ
こ
と
を
も
な
し
て
い
る
。

ま
た
、「
雑
色
」
と
し
て
具
選
卿
に
従
い
仙
洞
御
所
へ
参
内
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
日
記
、

寛
政
三
年
三
月
三
〇
日
）。
い
わ
ば
、
岩
倉
卿
に
御
目
見
え
の
叶
う
、
同
家
家
臣
に
准
じ
た

身
分
的
属
性
を
帯
び
た
形
跡
が
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
狩
衣
・
烏
帽
子
を
つ
け
て
、
内
裏
へ
参
内
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

寛
政
三
年
一
月
六
日
の
白
馬
節
会
で
は
、
地
下
官
人
の
御
厨
子
所
預
高
橋
采
女
正
宗
孝
か
ら

狩
衣
を
借
用
し
、「
朱
の
御
唐
櫃
」
に
従
っ
て
日
ノ
御
門
か
ら
内
裏
へ
入
り
、
更
に
月
華
門

か
ら
紫
宸
殿
の
庭
上
に
至
り
、
御
厨
子
所
預
・
内
膳
司
・
造
酒
司
と
並
び
紫
宸
殿
上
の
節
会

を
「
拝
見
」
し
、
禁
裏
付
武
家
の
与
力
・
同
心
か
ら
制
止
さ
れ
る
や
、「
浜
島
志マ

マ
摩
守
〔
清

章
、
内
膳
司
〕
御
用
也
」
と
応
答
し
て
い
る（
25
）。
ま
た
、
一
月
一
九
日
の
「
天
朝
御
舞
楽
」

で
は
、
岩
倉
家
か
ら
狩
衣
を
借
用
し
、
日
ノ
御
門
か
ら
内
裏
へ
入
り
、
日
華
門
か
ら
紫
宸
殿

の
庭
上
に
至
り
、
舞
楽
を
「
拝
見
」
し
て
い
る
。
殿
上
に
は
昇
れ
な
い
も
の
の
、
彦
九
郎
は

狩
衣
を
着
け
、
地
下
の
官
人
（
高
橋
や
浜
島
、
あ
る
い
は
長
秀
）
と
と
も
に
、
紫
宸
殿
を
臨

む
庭
上
に
進
み
、
制
止
を
う
け
つ
つ
も
同
席
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
身
分
的
に

は
、
岩
倉
卿
に
抱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
地
下
官
人
集
団
に
紛
れ
込
ん
で
い

る
よ
う
に
み
え
る
の
で
あ
る
。

「
天
朝
御
舞
楽
」
の
際
、
紫
宸
殿
庭
上
に
進
ん
だ
彦
九
郎
は
、
そ
の
一
〇
日
ほ
ど
前
に
昵

懇
と
な
っ
て
い
た
佐
々
木
備
後
守
長
秀
ら
聖
護
院
関
係
者
に
声
を
か
け
ら
れ
同
席
し
て
い
る
。

光
格
天
皇
は
こ
れ
を
見
て
、
の
ち
に
「（
彦
九
郎
は
）
聖
護
院
の
人
に
な
り
て
舞
楽
拝
見
せ

し
に
や
、
佐
々
木
備
後
守
と
並
び
て
拝
見
せ
し
気
質
は
色
々
の
も
の
也
」
と
評
し
た
と
い
う
。

彦
九
郎
は
こ
れ
に
感
激
し
、「
わ
れ
を
わ
れ
と　

し
ろ
し
め
す
そ
や
（
平
出
）
皇
の　

玉
の

御
こ
へ
の　

か
ゝ
る
嬉
し
さ
」
と
い
う
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
『
愛
国
百
人
一
首
』（
情

報
局
、
一
九
四
二
年
）
に
収
め
ら
れ
人
口
に
膾
炙
し
た
歌
を
詠
ん
で
い
る
（
日
記
、
寛
政
三

年
三
月
一
六
日
条
）。
こ
の
歌
の
成
立
に
も
、
長
秀
が
関
与
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
天
皇
も

彦
九
郎
が
「
聖
護
院
の
人
に
な
り
て
」
庭
上
に
進
み
舞
楽
を
「
拝
見
」
し
て
い
る
こ
と
に
違

和
感
を
覚
え
て
い
な
い
点
も
、
注
目
さ
れ
る
。

彦
九
郎
の
日
記
に
は
、
こ
の
と
き
長
秀
と
同
席
し
て
い
た
人
物
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
佐

野
小
進
（
五
条
為
俊
門
人
）、
若
槻
菊
太
郎
（
聖
護
院
村
住
儒
者
）、
西
山
拙
斎
（
在
野
儒

者
）
の
面
々
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
官
位
を
帯
び
た
存
在
で
は
な
く
、
儒
者
と
し
て
長
秀
と

親
交
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
秀
と
の
学
問
上
の
繋
が
り
を
介
し
て
、
光
格

天
皇
の
い
う
「
聖
護
院
の
人
に
な
り
て
」
庭
上
に
着
座
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
彦
九
郎

は
、
こ
う
し
た
関
係
性
の
な
か
に
、
自
ら
を
置
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
と
い
え
る
。

「
出
入
輩
」
と
し
て
の
彦
九
郎　
　

宮
門
跡
の
ひ
と
つ
で
あ
る
妙
法
院
門
跡
の
家
臣
団
構

成
を
分
析
し
た
田
中
潤
は
、
院
家
・
坊
官
・
諸
大
夫
・
侍
と
い
っ
た
常
勤
の
僧
俗
家
臣
の
ほ

か
に
、
家
来
分
・
出
入
輩
と
い
う
「
門
跡
に
出
入
り
す
る
人
び
と
」
の
存
在
を
指
摘
し
て
い

る（
26
）。
こ
の
う
ち
「
出
入
輩
」
に
は
、
学
識
に
優
れ
た
「
儒
医
や
僧
侶
の
類
」
が
含
ま
れ
、

「
門
跡
外
部
と
妙
法
院
と
の
取
次
的
な
活
動
」
を
行
な
う
こ
と
も
確
認
で
き
る
と
整
理
す
る
。

佐
野
や
若
槻
・
西
山
が
長
秀
と
と
も
に
内
裏
の
儀
式
に
紫
宸
殿
前
の
庭
中
に
座
を
占
め
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
た
存
在
を
念
頭
に
置
け
ば
理
解
で
き
る
。
長
秀
と
同
席
し
た
彦
九
郎
も
、

こ
う
し
た
関
係
性
の
な
か
で
、
洛
中
の
公
家
社
会
か
ら
は
違
和
感
な
く
受
容
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。

「
出
入
輩
」
の
概
念
を
堂
上
公
家
に
敷
衍
す
る
と
、
彦
九
郎
の
存
在
も
若
干
わ
か
り
や
す

く
な
る
。
前
述
し
た
岩
倉
家
と
の
関
係
は
、
常
宿
す
る
と
い
う
点
は
異
例
で
あ
る
も
の
の
、

学
識
に
優
れ
た
も
の
を
「
出
入
輩
」
と
み
な
し
た
と
す
れ
ば
、
納
得
が
い
く
。
ま
た
、
彦
九

郎
は
芝
山
・
伏
原
・
平
松
・
富
小
路
と
い
っ
た
堂
上
公
家
の
屋
敷
へ
文
字
通
り
出
入
り
し
、

と
き
に
は
知
人
（
主
に
文
人
）
を
伴
っ
て
当
主
に
謁
見
せ
し
め
て
い
る
が
、
こ
れ
も
「
出
入

輩
」
と
し
て
各
家
に
遇
さ
れ
て
い
た
と
み
れ
ば
、
違
和
感
は
な
い
。
彦
九
郎
は
寛
政
三
年
の
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間
に
、
波
響
の
こ
れ
ら
堂
上
公
家
へ
の
謁
見
を
周
旋
す
る
動
き
を
見
せ
て
い
る
が
、
彦
九
郎

の
意
図
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
も
取
次
と
し
て
の
行
動
と
見
れ
ば
、
納
得
が
い
く
の
で

あ
る
。

洛
中
公
家
社
会
と
波
響
の
存
在　
　

こ
う
し
た
秩
序
を
有
し
た
社
会
空
間
の
な
か
で
、

『
夷
酋
列
像
』
は
彦
九
郎
に
注
目
さ
れ
、
貸
し
出
さ
れ
、
堂
上
公
家
や
豪
商
の
閲
覧
に
供
さ

れ
た
。
先
学
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
恐
ら
く
は
そ
の
延
長
線
上
に
、
長
秀
が
聖
護
院
宮
に

『
夷
酋
列
像
』
を
取
り
次
ぎ
、
最
終
的
に
「
叡
覧
（
天
覧
）」
が
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
彦
九
郎
が
波
響
と
「
相
識
」
と
な
っ
た
端
緒
は
、
篆
刻
家
の
志
水
南
涯
・
儒
者
の

大
原
呑
響
の
紹
介
に
よ
っ
て
い
る
（
日
記
、
寛
政
三
年
二
月
一
三
日
条
）。
志
水
も
大
原
も
、

無
位
無
官
で
あ
っ
た
が
、
波
響
と
は
芸
術
・
学
問
を
通
じ
た
親
交
が
あ
っ
た
。
志
水
は
当
時
、

波
響
に
関
防
印
の
制
作
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
し
（
日
記
、
同
日
条
）、
大
原
へ
は
以
前
か
ら

波
響
が
師
事
し
て
お
り（
27
）、
彦
九
郎
が
初
め
て
波
響
の
旅
宿
を
訪
ね
た
際
、
波
響
は
大
原

か
ら
「
論
語
講
釈
」
を
受
け
て
い
る
最
中
で
あ
っ
た
（
日
記
、
同
日
条
）。
波
響
と
彦
九
郎

の
対
面
は
、
こ
の
よ
う
に
、
洛
中
に
お
け
る
学
問
を
通
じ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
実
現

し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彦
九
郎
日
記
の
波
響
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
。
初
出

の
記
述
は
「
松
前
の
弟
蠣
崎
矢
二
郎
」（
日
記
、
寛
政
三
年
二
月
一
三
日
条
）
で
あ
る
。
初

対
面
の
際
の
記
述
に
「
蠣
崎
矢
二
郎
、
名
は
広
年
、
字
は
世
祐
、
号
は
波
響
と
ぞ
」（
同
日

条
）
と
あ
る
か
ら
、
波
響
の
号
を
認
識
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
日
記
に
は
、

「
矢
二
（
次
）
郎
」「
広
年
」「
蠣
崎
」
と
あ
る
が
、「
波
響
」
と
書
い
た
箇
所
は
な
い
【
付

表
】。
彦
九
郎
の
な
か
で
、
波
響
の
存
在
は
、
文
人
・
画
家
で
あ
る
以
前
に
、「
松
前
の
弟
」

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
、『
夷
酋
列
像
』
の
款
記
に
波
響
が
「
臣
広
年
画
之
」

と
記
し
た
意
識
と
も
通
底
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
波
響
は
松
前
藩
の
家
老
と
し
て
『
夷
酋
列

像
』
を
描
き
、
彦
九
郎
は
波
響
を
松
前
藩
の
閥
族
と
み
て
強
く
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
彦
九
郎
あ
る
い
は
洛
中
の
公
家
社
会
が
波
響
や
『
夷
酋
列
像
』
に
着
目
し
た
理
由

は
な
ぜ
か
。
彦
九
郎
の
日
記
を
収
め
た
『
高
山
彦
九
郎
全
集
』
の
編
者
で
あ
る
萩
原
進
と

千
々
和
実
は
、
こ
の
問
題
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
な
見
通
し
を
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

蠣
崎
矢
次
郎
―
―
松
前
藩
主
蠣マ
　
マ崎

道
広
の
弟
で
画
家
。
こ
れ
以
後
高
山
が
蠣
崎
に
接
近

せ
ん
と
努
力
す
る
所
に
、
何
事
か
高
山
等
の
画
策
を
示
唆
す
る
も
の
あ
り
。
推
測
す
る

に
、
松
前
道
広
は
一
橋
治
済
の
大
御
所
実
現
を
熱
望
せ
る
者
。
高
山
・
岩
倉
等
は
こ
れ

と
連
絡
し
て
尊
号
宣
下
を
有
利
に
導
か
ん
と
せ
し
も
の
か（
28
）。

と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
治
済
を
閑
院
宮
へ
の
尊
号
宣
下
を
阻
む
定
信
の
幕
閣
と
対
立

す
る
存
在
と
み
な
し
、
彦
九
郎
や
岩
倉
卿
は
、
尊
号
宣
下
の
実
現
に
資
す
る
た
め
、
そ
れ
に

連
な
る
松
前
藩
へ
の
接
近
を
は
か
っ
た
、
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
立
て
は
、

先
述
し
た
当
時
の
朝
幕
関
係
を
め
ぐ
る
年
代
観
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
成
立
す
る
よ
う
に
み

え
る
。

実
際
、
彦
九
郎
日
記
を
み
る
限
り
、
波
響
の
側
か
ら
積
極
的
に
公
家
社
会
へ
接
近
を
は

か
っ
た
と
の
印
象
は
得
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
彦
九
郎
が
構
築
し
た
波
響
と
の
関
係
を
通
じ

岩
倉
の
側
か
ら
、
例
え
ば
仙
洞
御
所
で
賜
っ
た
菓
子
を
「
蠣
崎
矢
次
郎
へ
と
送
ら
れ
け
る
」

（
日
記
、
寛
政
三
年
二
月
二
八
日
）
な
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
な
し
た
り
、
波
響
と
の
謁
見
の

周
旋
を
示
唆
し
た
り
（
日
記
、
同
五
月
二
八
日
）
と
い
う
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
、
岩
倉
の
側
に
は
、「
蠣
崎
矢
次
郎
」
と
の
接
点
を
持
と
う
と
す
る
動
機

が
内
在
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
、
萩
原
や
千
々
和
の
指
摘
も
首
肯
で
き
そ
う
な
の
で
あ
る
。

波
響
の
側
は
、
寛
政
三
年
五
月
二
九
日
に
、
彦
九
郎
へ
「
蝦
夷
絵
十
二
枚
」
を
貸
し
だ
し
、

六
月
二
日
に
彦
九
郎
の
取
次
で
伏
原
宣
条
卿
な
ら
び
に
芝
山
持
豊
卿
に
謁
見
、
三
日
に
同
じ

く
彦
九
郎
の
取
次
で
岩
倉
具
撰
邸
へ
謁
見
の
た
め
来
訪
（
皇
子
哲
宮
薨
去
の
た
め
不
成
立
）

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
蝦
夷
絵
十
二
枚
」
を
閲
覧
せ
し
め
た
公
卿
で
あ
り
、
か
ね
て
か
ら

彦
九
郎
が
出
入
り
を
重
ね
て
い
た
対
象
で
も
あ
っ
た
。
尊
号
一
件
を
め
ぐ
る
状
況
に
加
え
、

『
夷
酋
列
像
』
の
美
術
的
な
魅
力
と
、
彦
九
郎
の
公
家
衆
へ
の
「
出
入
輩
」
と
し
て
の
存
在

が
、
波
響
と
堂
上
公
家
と
の
直
接
的
な
関
係
を
実
現
さ
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
や
は
り
そ
の

延
長
線
上
に
、
佐
々
木
長
秀
・
聖
護
院
宮
を
取
次
と
し
た
叡
覧
が
な
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ

う
。
彦
九
郎
は
、
叡
覧
を
経
た
『
夷
酋
列
像
』
を
長
秀
が
返
却
し
た
同
年
七
月
一
二
日
の
翌
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日
（「
寛
政
辛
亥
の
と
し
秋
七
月
・
中
の
三
日
」）
に
波
響
へ
書
簡
を
送
り
、
列
像
が
「
み
か

と
の
ミ
ま
へ
に
み
そ
な
は
し
賜
ふ
て
け
る
」
こ
と
に
賛
辞
を
寄
せ
て
い
る
か
ら
（『
松
風
夷

談
』（
29
） 
）、
彦
九
郎
が
『
夷
酋
列
像
』
叡
覧
の
経
緯
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
伴
走
し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
れ
も
こ
う
し
た
見
方
の
傍
証
に
な
る
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
の
天
覧　
　

実
は
こ
の
時
期
、
彦
九
郎
は
も
う
ひ
と
つ
の
天
覧
を
実
現
さ
せ

て
い
る
。
志
水
南
涯
の
所
持
す
る
「
緑
毛
亀
」
の
天
覧
が
そ
れ
で
あ
る
。『
夷
酋
列
像
』
天

覧
の
経
緯
の
参
考
に
、
こ
の
天
覧
に
つ
き
、
若
干
触
れ
て
み
た
い
。「
緑
毛
亀
」
と
は
、
甲

羅
に
長
い
藻
を
伴
っ
た
亀
で
あ
り
、
彦
九
郎
は
こ
れ
を
「
天
子
聖
徳
文
治
の
故
に
神
亀
の
出

現
」（
日
記
、
寛
政
三
年
三
月
二
八
日
条
）
し
た
も
の
と
捉
え
た
。
当
時
仙
洞
御
所
の
院
参

衆
で
あ
っ
た
岩
倉
三
位
具
選
卿
の
口
添
え
で
、
彦
九
郎
は
仙
洞
御
所
内
の
欣
子
内
親
王
（
後

桃
園
天
皇
皇
女
、
の
ち
光
格
天
皇
中
宮
）
の
御
殿
へ
緑
毛
亀
を
直
接
持
参
し
た
（
同
日
条
）。

欣
子
内
親
王
は
こ
れ
を
即
日
、
仙
洞
御
所
（
後
桜
町
上
皇
〔
女
性
〕）
の
「
叡
覧
」
に
入
れ

た
。日

記
に
よ
る
と
そ
の
後
、
同
三
〇
日
に
至
り
、
欣
子
内
親
王
の
御
殿
よ
り
岩
倉
へ
文
が
あ

り
、
緑
毛
亀
を
内
裏
へ
持
参
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
、
彦
九
郎
と
南
涯
が
参
内
し
、「
長
橋
勾

当
内
侍
御
内
・
常
木
千
三
取
次
に
て
、
長
橋
局
へ
神
亀
を
達
」
し
た
。
勾
当
内
侍
と
は
長
橋

局
と
も
い
い
、
内
裏
の
女
官
で
あ
る
掌
侍
の
第
一
臈
（
上
首
）
で
あ
り
、
天
皇
と
の
取
次
を

も
職
掌
と
し
て
い
た（
30
）。
神
亀
（
緑
毛
亀
）
は
即
日
返
却
さ
れ
た
が
、
常
木
は
彦
九
郎
ら

に
「
珍
ら
し
く
目
出
度
物
ノ
差
出
さ
る
、（
平
出
）
叡
覧
に
備
ハ
り
御
満
悦
に
思
召
さ
る
」

と
伝
え
て
お
り
、
つ
ま
り
緑
毛
亀
は
光
格
天
皇
の
「
叡
覧
」
を
受
け
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
緑
毛
亀
「
叡
覧
」
に
至
る
取
次
の
経
路
を
整
理
す
る
と
、
南
涯
（
無
位
無
官
、
亀

主
）
↓
彦
九
郎
（
無
位
無
官
、
岩
倉
家
出
入
）
↓
岩
倉
卿
↓
欣
子
内
親
王
↓
後
桜
町
上
皇
／

↓
勾
当
内
侍
↓
光
格
天
皇
と
い
う
ル
ー
ト
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
取
次
が
成
立
し
た
の
は
、

緑
毛
亀
の
瑞
兆
と
し
て
の
魅
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
路
は
、
朝
廷
か
ら
正
式
の
官
位
を
受
け

て
い
な
い
波
響
（
松
前
家
臣
蠣
崎
矢
二
郎
）
の
所
持
す
る
『
夷
酋
列
像
』
が
、
複
数
の
取
次

を
経
て
、
そ
の
美
術
的
魅
力
を
理
由
と
し
て
「
叡
覧
」
に
至
っ
た
経
緯
と
相
似
し
て
い
る
。

『
夷
酋
列
像
』
の
「
叡
覧
」
は
、
当
時
の
朝
廷
と
洛
中
と
の
間
に
機
能
し
た
公
家
社
会
、
あ

る
い
は
そ
の
周
縁
に
広
が
る
学
芸
を
媒
介
と
し
た
社
会
空
間
を
介
し
た
取
次
の
慣
行
に
則
っ

て
こ
そ
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
四
）　

彦
九
郎
と
『
夷
酋
列
像
』　

彦
九
郎
の
動
機　
　

本
章
の
最
後
に
、
彦
九
郎
が
『
夷
酋
列
像
』
に
着
目
し
、
波
響
が
彦

九
郎
に
期
待
し
た
動
機
に
つ
い
て
、
触
れ
て
み
た
い
。
波
響
が
彦
九
郎
へ
積
極
的
に
依
頼
し

た
件
が
、
二
件
あ
る
。
一
件
は
、
松
前
の
医
師
で
あ
る
白
鳥
小
膳
を
、
洛
中
七
条
大
仏
の
町

医
者
で
『
腫
瘍
図
』
二
巻
の
著
者
と
し
て
名
高
い
小
田
医
三
へ
入
門
せ
し
め
る
こ
と
の
取
次

で
あ
る
。
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
二
月
二
四
日
に
彦
九
郎
は
小
田
を
伴
い
波
響
の
旅
宿
を

訪
問
し
、
入
門
は
実
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
初
め
て
波
響
は
彦
九
郎
へ
「
蝦
夷
十
二
人
の
像

を
見
せ
、
蝦
夷
物
語
に
て
暮
レ
け
る
」（
日
記
、
同
日
条
）
と
あ
る
。

い
ま
一
件
は
、「
火
術
」
の
専
門
家
へ
の
取
次
の
依
頼
で
あ
る
（
日
記
、
寛
政
三
年
三
月

一
一
日
条
）。
谷
澤
尚
一
の
考
証
に
よ
る
と
、
寛
政
三
年
の
波
響
や
広
英
の
上
洛
の
目
的
の

ひ
と
つ
に
、
松
前
藩
が
作
成
し
、
松
前
に
召
還
し
た
「
夷
酋
」
た
ち
に
見
せ
つ
け
た
巨
大
な

木
砲
の
記
録
の
作
成
を
文
人
に
依
頼
す
る
こ
と
が
あ
り
、
皆
川
淇
園
が
こ
れ
に
応
じ
「
松
前

侯
新
製
大
砲
記
」
を
執
筆
し
て
い
る（
31
）。
ア
イ
ヌ
を
威
圧
す
る
た
め
の
武
備
と
そ
の
喧
伝

と
は
、
松
前
家
に
と
り
強
い
興
味
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

波
響
か
ら
の
依
頼
を
受
け
た
彦
九
郎
は
、
弓
術
の
専
門
家
で
あ
る
平
瀬
光
雄
に
取
次
い
だ
。

平
瀬
は
、
現
在
で
も
弓
道
の
古
典
と
し
て
読
み
継
が
れ
て
い
る
『
射
学
要
録（
32
）』
の
著
者

と
し
て
、
既
に
高
名
な
存
在
で
あ
っ
た
。
彦
九
郎
は
、
波
響
の
依
頼
を
受
け
、
即
日
平
瀬
宅

へ
赴
き
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。

晩
に
光
雄
所
へ
入
る
に
、
夜
に
入
て
帰
へ
る
、
弘
二
郎
が
事
を
語
り
て
、
日
本
の
為
メ

に
よ
と
い
ひ
て
、
明
日
案
内
す
べ
し
と
定
め
て
立
ち
、
蠣
崎
へ
告
げ
、
二
条
を
過
き
て

岩
倉
へ
帰
へ
る（
33
）、

こ
こ
に
い
う
「
弘
二
郎
」
は
、「
弥
（
矢
）
次
郎
」
す
な
わ
ち
蠣
崎
矢
次
郎
（
波
響
）
と
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考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
彦
九
郎
は
平
瀬
光
雄
に
、「
日
本
の
為
メ
に
よ
」

と
語
り
、
波
響
と
の
面
会
を
促
し
、
応
諾
を
取
り
付
け
、
そ
の
足
で
「
蠣
崎
」（
＝
波
響
旅

宿
）
に
知
ら
せ
、
岩
倉
邸
へ
帰
宅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
波
響
と
平
瀬
と
の
会
見
は
、

翌
々
一
三
日
に
実
現
し
た
。
そ
の
様
子
を
、
彦
九
郎
は
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

蠣
崎
広
年
同
道
に
て
平
瀬
光
雄
所
へ
入
る
、
吸
物
・
酒
肴
出
ヅ
、
火
術
の
事
を
語
り
て

久
ふ
し
て
出
で
、
嵩
渓
〔
伴
、
歌
人
・
国
学
者
〕
へ
寄
り
、
小
田
医
三
へ
入
り
、
茶
の

後
に
立
ち
、
木
屋
町
三
条
上
ル
所
な
る
広
年
所
へ
帰
へ
る
、
生
簀
へ
入
り
て
食
し
な
ど

し
け
る
、
広
年
振
舞
也（
34
）、

波
響
は
彦
九
郎
同
席
の
も
と
、
平
瀬
と
「
火
術
の
事
」
を
短
く
な
い
時
間
を
費
や
し
、
語

り
合
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
波
響
は
彦
九
郎
と
同
道
し
旅
宿
へ
戻
り
、
料
理
を
振
る
舞
っ
て

い
る
か
ら
、
平
瀬
へ
の
取
次
は
不
満
足
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
様
子
が
窺
え
る
。

問
題
は
、
彦
九
郎
の
認
識
で
あ
る
。
平
瀬
に
、
波
響
と
会
見
す
る
こ
と
は
「
日
本
の
為

メ
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
武
術
の
専
門
家
で
あ
る
平
瀬
と
松
前
家

と
の
間
に
関
係
が
で
き
る
こ
と
が
、「
日
本
の
為
メ
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
に
は
、
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
、
延
い
て
は
『
夷
酋
列
像
』
を
み
る
、
彦
九
郎
の
認

識
が
端
的
に
表
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

周
知
の
よ
う
に
彦
九
郎
は
、
寛
政
二
年
末
の
今
次
上
洛
に
先
立
っ
て
、
同
六
月
か
ら
東
北

地
方
を
巡
遊
し
、
松
前
渡
海
に
は
至
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
津
軽
青
森
ま
で
足
を
延
ば
し
、

仙
台
で
は
林
子
平
、
水
戸
で
は
木
村
謙
次
や
立
原
翠
軒
と
会
見
す
る
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
北
辺

の
危
機
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た（
35
）。
今
次
の
上
洛
中
も
、
紀
州
へ
漂
着
し
た

異
国
船
の
情
報
を
度
々
記
し
、
そ
れ
が
「
露
斉
亜
の
船
な
る
べ
し
」（
日
記
、
寛
政
三
年
四

月
一
六
日
条
）
な
ど
と
推
量
し
て
い
る
。
尊
号
一
件
を
め
ぐ
る
問
題
と
と
も
に
、
少
な
く
と

も
彦
九
郎
の
認
識
に
は
、
蝦
夷
地
の
先
か
ら
出
没
し
始
め
た
ロ
シ
ア
へ
の
危
機
感
が
内
在
し

て
い
た
こ
と
が
、
見
え
隠
れ
し
て
い
る
よ
う
だ
。
波
響
や
『
夷
酋
列
像
』
を
通
じ
て
、
公
家

社
会
や
朝
廷
へ
、
こ
の
問
題
を
投
げ
か
け
よ
う
と
す
る
動
機
が
、
彦
九
郎
に
は
あ
っ
た
と
い

う
べ
き
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
彦
九
郎
の
認
識
に
は
、
幕
府
に
よ
る
蝦
夷
地
上
知
の
方
向
性
は
一
切
伺
え
な
い
。

『
夷
酋
列
像
』
の
像
主
た
ち
を
従
え
得
る
と
主
張
す
る
松
前
家
を
通
じ
た
武
備
充
実
が
、「
日

本
の
為
メ
」
に
な
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
波
響
と
交
わ
し
た
「
蝦
夷
物
語
」
も
、
そ
の
枠

組
み
か
ら
は
出
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
彦
九
郎
の
認
識
と
松
前
藩

の
志
向
あ
る
い
は
『
夷
酋
列
像
』
制
作
の
政
治
的
な
意
図
と
は
、
親
和
性
を
保
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
か
く
し
て
両
者
の
思
惑
は
一
致
し
、
公
家
社
会
の
周
縁
に
連
な
る
彦
九
郎
を
介
し
、

公
家
衆
と
の
謁
見
や
『
夷
酋
列
像
』
の
回
覧
、
延
い
て
は
そ
の
「
天
覧
」
が
実
現
し
た
と
捉

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

小　

括
以
上
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
七
月
の
『
夷
酋
列
像
』
叡
覧
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
き
、

そ
の
「
叡
覧
」
に
至
る
経
過
に
限
っ
た
素
描
を
試
み
た
。
改
め
て
、『
夷
酋
列
像
』
と
い
う

作
品
は
、
当
時
の
松
前
家
の
置
か
れ
た
政
治
的
状
況
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
よ
う
に
考
え
る
。「
叡
覧
」
に
至
る
経
緯
を
振
り
返
る
と
、
尊
号
一
件
を
め
ぐ
る
京

都
の
公
家
社
会
の
思
惑
や
彦
九
郎
の
海
防
問
題
へ
の
危
惧
が
動
機
と
し
て
確
認
さ
れ
、
松
前

藩
側
の
思
惑
の
み
で
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
実
現
に
は
、
公
家
社
会
と
そ
の
周
縁
を
介
し
た
、
朝
廷
と
洛
中
と
を

結
ぶ
取
次
の
慣
行
が
機
能
し
た
こ
と
も
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

も
と
よ
り
本
章
は
、『
夷
酋
列
像
』
を
め
ぐ
る
問
題
の
、
ほ
ん
の
一
端
を
穿
鑿
し
た
に
過

ぎ
な
い
。
ま
た
、
本
章
の
筆
者
で
あ
る
谷
本
は
朝
幕
関
係
史
に
疎
く
、
い
わ
ば
門
前
の
小
僧

の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
思
わ
ぬ
過
ち
を
犯
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
大
方
の

御
叱
正
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
『
夷
酋
列
像
』
研
究
の
可
能
性
を
示
す
試
み
と

み
て
頂
け
る
な
ら
ば
、
有
り
難
く
思
う
次
第
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

以
上
、『
夷
酋
列
像
』
を
め
ぐ
り
、
シ
モ
チ
像
の
解
釈
と
光
格
天
皇
叡
覧
と
い
う
ふ
た
つ

の
テ
ー
マ
に
即
し
、
い
く
つ
か
の
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
従
来
加
え
ら
れ
て
き

た
問
題
関
心
に
比
し
て
、
若
干
フ
ラ
ッ
ト
な
視
座
か
ら
試
み
た
検
討
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

本
稿
を
通
し
て
改
め
て
確
認
さ
れ
た
の
は
、『
夷
酋
列
像
』
が
松
前
藩
の
政
治
的
意
図
に

よ
り
制
作
さ
れ
た
絵
画
作
品
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
風
俗
を
写
生
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の

で
は
な
い
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
か
。
翻
っ
て
高
山
彦
九
郎
の
日
記
に
は
、
作
者
で
あ
る
波

響
が
『
夷
酋
列
像
』
に
つ
い
て
初
対
面
の
彦
九
郎
に
語
っ
た
、
次
の
よ
う
な
肉
声
が
記
録
さ

れ
て
い
る
（
日
記
、
寛
政
三
年
二
月
一
三
日
条
）。

蝦
夷
共
十
二
人
来
り
け
る
に
皆
ナ
豪
傑
に
見
へ
、
鼻
の
上
に
毛
の
生
ひ
た
る
が
壱
人
有

り
、
是
レ
は
世
々
其
類
な
る
よ
し
、
十
二
人
の
者
共
を
画
図
に
載
せ
ぬ
る
よ
し
、
序
文

を
み
す
、

波
響
は
彦
九
郎
に
、
①
松
前
へ
一
二
人
の
「
蝦
夷
」
が
来
訪
し
た
こ
と
、
②
そ
の
い
ず
れ
も

が
「
豪
傑
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
そ
の
う
ち
の
一
人
は
鼻
の
上
に
毛
が
生
え
て
い
る
こ
と（
36
）、

④
そ
れ
は
代
々
の
属
性
（
民
族
性
）
で
あ
る
こ
と
、
⑤
こ
の
一
二
人
を
絵
に
描
い
た
こ
と
、

と
い
う
内
容
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
絵
画
自
体
は
見
せ
ず
に
、
ま
ず
は
松
前
広
長
の
草

し
た
「
夷
酋
列
像
序
」
を
披
露
し
た
の
で
あ
る
。
波
響
に
あ
っ
て
、
公
家
社
会
の
周
縁
に
連

な
る
初
対
面
の
文
人
に
主
張
し
た
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
、
ア
イ
ヌ
風
俗
の
説
明
で
は
な
く
、

異
風
の
「
豪
傑
」
を
従
え
得
る
松
前
藩
の
代
替
不
可
能
性
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、『
夷
酋
列

像
』
も
ま
た
、
こ
う
し
た
動
機
で
制
作
さ
れ
た
も
の
と
、
改
め
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
研
究
視
角
が
ど
れ
ほ
ど
有
用
か
は
心
も
と
な
い
が
、
今
後
の
『
夷

酋
列
像
』
研
究
の
可
能
性
に
、
何
ら
か
の
貢
献
が
で
き
る
な
ら
ば
、
幸
い
で
あ
る
。　

註（
1
）北
海
道
博
物
館
編『
夷
酋
列
像
：
蝦
夷
地
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
る
人
・
物
・
世
界
』（「
夷
酋
列
像
」展
実
行

委
員
会
・
北
海
道
新
聞
社
、二
〇
一
五
年
）。

（
2
）佐
々
木
利
和『
ア
イ
ヌ
絵
誌
の
研
究
』（
草
風
館
、、二
〇
〇
四
年
）、谷
本
晃
久「『
夷
酋
列
像
』を
よ

む
」（
荒
野
泰
典
ほ
か
編『
日
本
の
対
外
関
係
６　

近
世
的
世
界
の
成
熟
』吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
〇

年
）ほ
か
。

（
3
）厚
岸
町
史
編
集
委
員
会
編『
新
厚
岸
町
史
』通
史
編
第
一
巻（
厚
岸
町
、二
〇
一
二
年
）第
三
編
第
五

章
第
四
節
一
―
四
。

（
4
）「
蝦
夷
地
一
件
」（『
新
北
海
道
史　

第
七
巻　

史
料
一
』北
海
道
、一
九
六
九
年
）に
、「
ア
ツ
ケ
シ
脇

乙
名
シ
モ
チ
」と
あ
る
。

（
5
）北
海
道
博
物
館
編
、注（
1
）前
掲
書
。

（
６
）谷
澤
尚
一「
夷
酋
列
像
図
：
成
立
と
そ
の
周
辺
」（『
北
海
道
新
聞
』一
九
八
五
年
四
月
四
日
付
〜
同

一
〇
月
三
日
付
）。

（
７
）北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資
料
室
蔵
本
に
よ
る
。

（
８
）松
阪
市
立
松
浦
武
四
郎
記
念
館
蔵
本
に
よ
る
。

（
９
）田
村
す
ず
子『
ア
イ
ヌ
語
沙
流
方
言
辞
典
』（
草
風
館
、一
九
九
六
年
）に
よ
る
。

（
10
）東
京
大
学
総
合
博
物
館
蔵
本
に
よ
る
。

（
11
）当
時
の
発
音
は
判
ら
な
い
が
、現
代
中
国
語
で
は「
贖
穀
」を「
シ
ュ
グ
ー
」、「
失
莫
室
」は「
シ
ム
ォ

シ
」と
読
め
る
と
い
う（
李
妍
淑
氏
教
示
）。

（
12
）藤
田
覚『
近
世
後
期
政
治
史
と
対
外
関
係
』（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
五
年
）。

（
13
）尊
号
一
件
に
件
し
て
は
、高
埜
利
彦『
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
四
年
）な
ど
参

照
。

（
14
）松
平
定
信
の
幕
閣
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
は
、藤
田
、注（
12
）前
掲
書
、竹
内
誠『
寛
政
改
革
の
研

究
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
九
年
）、高
澤
憲
治『
松
平
定
信
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
二
年
）な
ど
参

照
。

（
15
）高
山
彦
九
郎「
寛
政
京
都
日
記
」（
萩
原
進
・
千
々
和
実
編『
高
山
彦
九
郎
全
集
』第
四
巻
、高
山
彦
九

郎
遺
稿
刊
行
会
、一
九
四
九
年
）。以
下
、彦
九
郎
日
記
の
出
典
は
本
書
に
よ
る
。

（
16
）磯
崎
康
彦『
松
前
藩
の
画
人
と
近
世
絵
画
史
』（
雄
山
閣
、一
九
八
六
年
）。

（
17
）谷
澤
、注（
6
）前
掲
論
文
第
五
回
・
第
六
回
。

（
18
）永
田
富
智『
松
前
絵
師
・
蠣
崎
波
響
伝
』（
北
海
道
新
聞
社
、一
九
八
八
年
）。

（
19
）寛
政
三
年『
万
世
雲
上
明
鑑
』（
深
井
雅
海
・
藤
實
久
美
子
編『
近
世
公
家
名
鑑
編
年
集
成
』９
、柊
風

舎
、二
〇
一
〇
年
影
印
版
）三
一
二
頁
。

（
20
）箱
石
大「
近
世
堂
上
公
家
家
臣
団
の
編
成
形
態
に
つ
い
て
」（
徳
川
林
政
史
研
究
所『
研
究
紀
要
』
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二
七
、一
九
九
三
年
）、藤
實
久
美
子「
近
世
後
期
西
園
寺
家
の
家
臣
：
諸
大
夫
を
中
心
に
」（『
学
習
院

大
学
史
料
館
紀
要
』一
〇
、一
九
九
九
年
）、田
中
暁
龍『
近
世
朝
廷
の
法
制
と
秩
序
』（
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
）第
二
部
第
二
・
三
章
な
ど
。

（
21
）高
埜
、注（
13
）前
掲
書
、高
埜
利
彦『
近
世
日
本
の
国
家
権
力
と
宗
教
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
九
年
）、同
編『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
８　

朝
廷
を
と
り
ま
く
人
び
と
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
七
年
）な
ど
。

（
22
）北
尾
義
一
・
井
上
研
一
郎
編『
波
響
論
集
』（
波
響
論
集
刊
行
会
、一
九
九
一
年
）所
収
写
真
版
を
利
用
。

（
23
）谷
澤
、注（
6
）前
掲
論
文
。

（
24
）後
藤
武
雄『
高
山
彦
九
郎
先
生
伝
』（
日
本
魂
社
、一
九
二
六
年
）、三
上
卓『
高
山
彦
九
郎
』（
平
凡
社
、

一
九
四
〇
年
）ほ
か
。な
お
、高
山
彦
九
郎
の
伝
記
や
交
友
人
物
に
つ
い
て
は
、「
高
山
彦
九
郎
記
念

館
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
」を
も
参
照
し
た（
同
館
、http://w

w
w
5.w
ind.ne.jp/hikokuro/#

デ
ー

タ
フ
ァ
イ
ル
）。

（
25
）内
膳
司
の
下
官
人
で
あ
る
史
生
・
膳
部
に
、こ
の
時
期
百
姓
身
分
の
も
の
が
編
入
さ
れ
る
こ
と
が
常

態
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、西
村
慎
太
郎『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官
人
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
八
年
）第
二
部
第
一
章
を
参
照
。近
世
の
内
膳
司
膳
部
は
、天
保
三（
一
八
三
二
）年
に
官
位

が
再
興
さ
れ
る
ま
で
、無
位
無
官
で
あ
っ
た
が
、装
束
は
烏
帽
子
・
狩
衣
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ（
同

書
、一
七
〇
〜
一
七
一
頁
）。

（
26
）田
中
潤「
門
跡
に
出
入
り
の
人
び
と
」（
高
埜
編
、注（
21
）前
掲『
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
８　

朝

廷
を
と
り
ま
く
人
び
と
』に
所
収
）。

（
27
）谷
澤
、注（
6
）前
掲
論
文
、永
田
、注（
18
）前
掲
書
。

（
28
）萩
原
・
千
々
和
編
、注（
15
）前
掲『
高
山
彦
九
郎
全
集
』第
四
巻
、四
五
頁
。

（
29
）氏
家
直
英
編『
松
風
夷
談
』（
國
學
院
大
学
所
蔵
本
、北
海
道
大
学
附
属
図
書
館
北
方
資
料
室
架
蔵
複

写
本
を
利
用
、請
求
番
号
：
旧
記
一
三
八
八
）。

（
30
）高
橋
博『
近
世
の
朝
廷
と
女
官
制
度
』（
吉
川
弘
文
館
、二
〇
〇
九
年
）。

（
31
）谷
澤
、注（
6
）前
掲
論
文
。

（
32
）た
と
え
ば
、入
江
康
平
編『
弓
道
資
料
集
第
一
巻　

平
瀬
光
雄
弓
道
論
集
』（
い
な
ほ
書
房
、

一
九
八
六
年
）に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）注（
15
）前
掲
日
記
、寛
政
三
年
三
月
一
一
日
条
。

（
34
）注（
15
）前
掲
日
記
、寛
政
三
年
三
月
一
三
日
条
。

（
35
）高
山
彦
九
郎「
北
行
日
記
」（
萩
原
・
千
々
和
編『
高
山
彦
九
郎
全
集
』第
三
巻
、高
山
彦
九
郎
遺
稿
刊

行
会
、一
九
五
三
年
に
所
収
）、太
田
市
立
高
山
彦
九
郎
記
念
館
、注（
24
）前
掲
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
。

（
36
）実
際
、ブ
ザ
ン
ソ
ン
本『
夷
酋
列
像
』や
諸
種
の
模
本
を
み
る
と
、イ
コ
ト
イ
像
の
み
が
鼻
屋
部
左
右

に
毛
を
描
い
て
い
る
。菊
池
勇
夫
の
考
証
に
よ
れ
ば
、イ
コ
ト
イ
は『
夷
酋
列
像
』制
作
期
間
に
は
松

前
を
訪
れ
て
い
な
い
蓋
然
性
が
高
い（
同「「
味
方
」ア
イ
ヌ
の
御
目
見
」〔
同『
十
八
世
紀
末
の
ア
イ

ヌ
蜂
起
―
ク
ナ
シ
リ
・
メ
ナ
シ
の
戦
い
』サ
ッ
ポ
ロ
堂
書
店
、二
〇
一
〇
年
。初
出
は
二
〇
〇
八
年
〕

一
二
九
〜
一
三
〇
頁
）。そ
も
そ
も
松
前
へ
一
二
人
の
像
主
す
べ
て
が
来
訪
し
た
と
す
る
説
明
は
虚

構
で
あ
り
、こ
う
し
た
波
響
の
発
言
を
併
せ
考
え
る
に
、た
め
に
す
る
潤
色
で
あ
っ
た
可
能
性
が
指

摘
で
き
よ
う
。
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写真1-1 『夷酋列像』より「シモチ」画像
（ブザンソン美術考古博物館所蔵）

写真1-2 同（部分）（ブザンソン美術考古博物館所蔵）

写真1-5 同（部分）

写真1-3 「弾弓式」（松浦武四郎『蝦夷漫画』）
写真1-4 『初航蝦夷日誌』

写真1-6 同（部分）
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写真1-7 『蝦夷訓蒙図彙』巻の二（松阪市立松浦武四郎記念館所蔵）

写真1-10 寺島良安『和漢三才図会』

写真1-9 同『訓蒙図彙』（後印本） 写真1-8 中村惕斎『訓蒙図彙』寛文六年序
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写真1-15 同（部分）（ブザンソン美術考古博物館所蔵）

写真1-13 「男夷」『蝦夷島奇観』（北海道大学附属図書館所蔵）

写真1-11 「男夷」（前の図）『蝦夷鬚髪』（東京大学総合博物館所蔵） 写真1-12 「男夷」（後の図）『蝦夷鬚髪』

写真1-14 『夷酋列像』より「ニシコマケ」画像
（ブザンソン美術考古博物館所蔵）
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写真2-3 寛政３年『万世雲上明鑑』より聖護院門跡の項。左
下に「諸大夫」として「佐々木備後守」の名がみえる。
（注19『近世公家名鑑編年集成』9、312頁）

写真2-2 夷酋列像叡覧文書（函館市中央図書館所蔵）

写真2-1 「曾経天覧」印（広島県立歴史博物館蔵菅
茶山関係資料のうち「寅政甲寅中秋巨椋湖舟
遊図」文政元年蠣﨑波響筆、より。なお松浦
武四郎『初航蝦夷日誌』の『夷酋列像』の写
しの中にもこの印が書写されている。）
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Ishu Retsuzo《夷酋列像》and Ainu Culture :

The Portraite of Shimochi and the Emperor’s Inspection

SASAKI Toshikazu and TANIMOTO Akihisa

 

This article aims to scrutinize a number of 
topics regarding Ishu Retsuzo created in 1790 by 
Hirotoshi KAKIZAKI (Hakyo), chief retainer of the 
Matsumae Clan, based on each specific sce-
nario depicted.  

SASAKI discusses the question regarding the 
portraite of Shimochi, one of the Ainu people 
supposedly brought to Matsumae, in terms of 
how faithfully the event was depicted by Hakyo, 
by drawing attention to the portrayal of his bow. 
Furthermore, questions such as the drawing of 
Nishikomake’s clothing were also examined in his 

discussion of the validity of Ishu Retsuzo as a 
historical record of Ainu history.  

TANIMOTO, on the other hand, makes an 
argument on the political function of Ishu Retsuzo. 
Specifically, he retraced the steps that led to the 
imperial inspection of Emperor Koukaku, who 
ascended to the throne in 1791, through re-
evaluation of the Journal of Hikokuro TAKAYAMA. 
He also discusses the meaning of such imperial 
inspection in relations between the imperial court 
and the feudal government as well as between 
the shogunate and domains.

ARTICLE

SASAKI Toshikazu : Center for Ainu and Indigenous Studies, Hokkaido University
TANIMOTO Akihisa : Graduate School of Letters, Hokkaido University

【付表】　「高山彦九郎日記」にみる蠣崎波響の名称表記一覧：1791.2.13～7.6
年月日 記載

寛寛政3（1791）2.13 松前の弟蠣崎矢二郎寓居・蠣崎矢二郎寓宿・広年か詩・広年
か画蠣崎矢二郎、名は広年、字は世祐、号は波響とぞ

2.18 蠣崎矢次郎所
2.24 蠣崎矢次郎・蠣崎寓居
2.28 蠣崎矢次郎・蠣崎
3.11 松前蠣崎矢次郎所・蠣崎
3.13 蠣崎広年・広年所・広年
3.14 蠣崎広年
3.19 蠣崎広年
3.20 広年
3.21 蠣崎矢次郎
3.23 蠣崎氏
4.02 蠣崎広年所
4.11 蠣崎矢次郎
4.27 蠣崎矢次郎事
5.03 蠣崎・蠣崎氏
5.23 蠣崎広年所
5.25 蠣崎広年
5.28 広年事・広年方
5.29 広年所・広年
6.02 蠣崎広年・広年
6.03 蠣崎広年・広年・蠣崎
6.14 蠣崎広年所
7.06 松前蠣崎広年

　出典：『高山彦九郎全集』第4巻所収「寛政京都日記」（高山彦九郎遺稿刊行会、1954年）
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